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       午前１０時００分 開議   

 

◎開議宣告 

○議長（大原 昇君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１４名であります。

定足数に達しておりますので、これから平成

３０年第３回美幌町議会定例会第１１日目の

会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（大原 昇君） 日程第１ 会議録署

名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条の

規定により、１２番中嶋すみ江さん、１３番

古舘繁夫さんを指名します。 

――――――――――――――――――― 

◎諸般の報告 

○議長（大原 昇君） 諸般の報告を行いま

す。 

 諸般の報告については、事務局長から報告

させます。 

○事務局長（藤原豪二君） 諸般の報告を申

し上げます。 

 本日の会議につきましては、お手元に配付

しております議事日程のとおりであります。 

 朗読については、省略させていただきます。 

 次に、地方自治法第１２１条第１項の規定

に基づく出席説明員につきましては、第１日

目と同様でありますので、御了承願います。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 議案第２５号から 

      議案第５７号まで 

○議長（大原 昇君） 日程第２ 議案第２

５号美幌町個人情報保護条例の一部を改正す

る条例制定についてから議案第５７号平成３

０年度美幌町病院事業会計予算についてまで

の３３件を議題といたします。 

 一括議題の質疑に入ります。 

 議案第２５号美幌町個人情報保護条例の一

部を改正する条例制定について、質疑を許し

ます。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めます。 

 これで、議案第２５号の質疑を終わります。 

 議案第２６号美幌町特定個人情報保護条

例の一部を改正する条例制定について、質疑

を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めます。 

 これで、議案第２６号の質疑を終わります。 

 議案第２７号美幌町附属機関に関する条例

の一部を改正する条例制定について、質疑を

許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めます。 

 これで、議案第２７号の質疑を終わります。 

 議案第２８号美幌町非常勤職員の報酬及び

費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

制定について、質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めます。 

 これで、議案第２８号の質疑を終わります。 

 議案第２９号美幌町基金条例の一部を改正

する条例制定について、質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めます。 

 これで、議案第２９号の質疑を終わります。 

 議案第３０号美幌町乳幼児等医療費の助成

に関する条例の一部を改正する条例制定につ

いて、質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めます。 

 これで、議案第３０号の質疑を終わります。 

 議案第３１号美幌町特定教育・保育施設及

び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例制定につい

て、質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めます。 

 これで、議案第３１号の質疑を終わります。 

 議案第３２号美幌町後期高齢者医療に関す

る条例の一部を改正する条例制定について、

質疑を許します。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めます。 

 これで、議案第３２号の質疑を終わります。 

 議案第３３号美幌町介護保険条例の一部を

改正する条例制定について、質疑を許します。 

 ６番戸澤義典さん。 

○６番（戸澤義典君） 今回の改定で、第１

段階で４,８００円から第９段階で１万６,３

００円までの幅の増額となっております。各

基金等残高調の介護保険基金を確認いたしま

すと、平成２８年度末残高が４,８８２万４,

０００円で、平成２９年度積立金が３万７,０

００円、取り崩し額３,９０８万２,０００円

ということで、平成２９年度末残高が９７７

万９,０００円となりました。この基金の関係

と今回の徴収額の観点から、この改正額が適

正か否かを判断できていない状況であります。

その辺を含めて、今回の改定額の考え方につ

いて、わかりやすく説明していただければと

思います。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（高崎利明君） ただいまの保険

料額の算定方法、基金との関係でございます

けれども、まず、介護保険料率の改定は３年

ごとに行うこととなっておりまして、介護保

険事業計画の見直しに伴うもので、今回、第

７期介護保険事業計画では、平成３０年度か

ら３２年度の３カ年間で見込まれる介護保険

給付費に基づいて、第１号被保険者が負担す

べき金額を算出することとなっております。 

 介護保険給付費につきましては、国によっ

て決められた、国、都道府県、市町村の公費

で５０％、残りの５０％を第１号被保険者と

第２号被保険者の保険料で負担する形になっ

ております。その保険料の被保険者が納める

５０％につきましては、介護保険の国庫負担

金の算定に関する政令において、人口比率に

よって３カ年ごとに見直しされ、平成３０年

度からの第１号被保険者の負担率は２３％、

残りの２７％は第２号被保険者が負担すると

いう形に定められております。 

 この算定方式に基づきまして、第７期介護

保険事業計画における平成３０年度から３２

年度の３カ年で見込まれる美幌町の介護給付

費の総額を算定しまして、一応、今回の介護

保険の給付費等の単価改定を行いまして、美

幌町での総額を５５億４,３１３万２,０００

円と算出しておりまして、これに先ほどの第

１号被保険者の負担率２３％を乗じた１２億

７,４９２万円が第１号被保険者の負担額と

なるのですが、これに美幌町における高齢者

の割合と所得水準の格差を調整する国からの

財政調整基金で上乗せされてくる分がありま

すので、この分を３年間の増額の見込み分を

１億３,１２６万９,０００円と、先ほどお話

にありました保険料上昇の抑制のため、介護

保険基金の全額を活用することによりまして、

先ほどの第１号被保険者の負担額を１１億

３,３６５万１,０００円と算出し、これに保

険料収納率９９．５％と計画期間３カ年間の

被保険者数、これは１万９,７８２人と算出し

まして、第５段階の標準的な１人当たりの月

額保険料を４,８００円とし、また、介護保険

法施行規則に基づきまして、所得段階ごとに

基準額、標準的なところから減額する、増額

するという率に当てはめて算出しているとこ

ろでございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さん。 

○６番（戸澤義典君） この基金の取り崩し

は、平成２９年度のときに３,９００万円を取

り崩していますけれども、現在は９７７万円

しかないということで、今後、基金は取り崩

さなくても今言った３カ年の徴収額でやって

いけるという認識でよろしいのですか。基金

との関係について詳しく教えていただきたい

と思います。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（高崎利明君） ただいま、平成

２９年度末で９７７万９,０００円となってお

りますが、この金額を３０年度から３２年度

の３カ年で全額取り崩して、保険料に充てて

活用するという形を考えております。ですか

ら、今の計画では、３カ年後にはなくなると

いうことで、基金を使わないとその分が保険
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料にはね返りますので、保険料を抑制して、

現在ある基金残高の全額を使って、今回の金

額を算定しているものでございます。よろし

くお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さん。 

○６番（戸澤義典君） 今の説明で十分理解

できました。この次に計画するときは３３年

度ですかね。このときは基金がないから、単

純計算でますます徴収額が上がると思うので

すけれども、そういう形でよろしいでしょう

か。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（高崎利明君） そのような形に

なりますが、３カ年間の計画の数値ですから、

なるべく介護状態にならないような健康づく

りに努めまして、介護保険給付費の抑制等を

図りまして、できるだけ基金は残したいと考

えておりますけれども、現段階では全額を取

り崩すということでございますので、御理解

願いたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はありま

せんか。 

 ４番上杉晃央さん。 

○４番（上杉晃央君） 戸澤議員の質問に関

連して、もっとわかりやすく答えていただき

たいのですが、標準の月額４,０００円が第５

段階では４,８００円に上がっていますけれど

も、基金の投入によって標準の５段階で月額

がどれぐらい抑制されたのか、その金額をお

知らせください。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（高崎利明君） ただいまの基金

約１,０００万円を投入して算定されたのが約

５０円の金額になっております。基金投入前

の金額が４,８４２円でございまして、これに

基金活用額を１,０００万円と想定して算定

し、４,８００円とさせていただいております。

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、議案第３３

号の質疑を終わります。 

 議案第３４号美幌町指定居宅介護支援等の

事業の人員及び運営に関する基準等を定める

条例の制定について、質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めます。 

 これで、議案第３４号の質疑を終わります。 

 議案第３５号美幌町指定地域密着型サービ

スの事業の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例制定につ

いて、質疑を許します。 

 ９番坂田美栄子さん。 

○９番（坂田美栄子君） 参考資料のところ

で質疑をさせていただきたいのですけれども、

前回のときに参考資料で国の基準でこういう

ふうに定めますという説明はいただいたので

すが、その中で、１から７までありまして、

３番で地域密着型通所介護については美幌に

３事業所があるという説明は受けたのでわか

りましたけれども、あとの６項目については

美幌では実施されていないという状況です。

ますます介護を受けたい人たちがふえてきて

いる中で、美幌において今後予定されている

事業はあるのかどうか、説明いただきたいと

思います。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（高崎利明君） ただいまの地域

密着型通所介護以外はということでございま

すが、説明のときにお話ししております５番

の認知症対応型通所介護と６番の認知症対応

型共同生活介護・地域密着型特定施設入居者

生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入所

者生活介護につきましては、今、美幌町に事

業所がございます。それ以外の部分につきま

しては、現在、美幌町に事業所がありません

し、今の段階では新しく美幌町に事業所が設

立されるという情報も来ておりませんので、

町外の事業所等を利用させていただいている

状況でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さん。 

○９番（坂田美栄子君） これからますます
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高齢者がふえてくる中で、例えば、今、ほか

の自治体にお願いするという説明もありまし

たけれども、美幌町で介護を受けたいという

人もふえてきている状況ではありますし、ど

こにも行けないという状況も出てくるのでは

ないかと思います。ますますふえていくとい

う中で、美幌町で一番手っ取り早くできる状

況を考えていかなければいけないのではない

かと思います。 

 他町村にお世話になることも考えられるの

ですが、美幌のまちで生活したいという人た

ちもふえてきていますし、施設を利用できな

いとすれば、在宅でということもどんどんふ

えてきている中で、夜間の介護サービスなど

も考えていかなければならない状況になって

いくのではないかと思います。そこら辺のこ

とについて、今後、全く考えていかないのか

どうか、答弁いただければと思います。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（高崎利明君） 今回の部分につ

きましては、地域密着型ということで、まず、

事業所の収容人員の少ない部分で、大規模な

部分は認可施設が道になりますので、今回は

２０床以下など、小規模な部分でございます。

当然、事業者からこちらに設置したいという

要望があれば、町のほうで十分に対応してい

きたいと考えております。 

 美幌町に住んでいる方が町内に長く元気で

住んでいただける形を地域包括ケアシステム

の構築に向けて推進していきたいと考えてお

りますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、議案第３５

号の質疑を終わります。 

 議案第３６号美幌町指定地域密着型介護

予防サービスの事業の人員、設備及び運営並

びに指定地域密着型介護予防サービスに係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例制

定について、質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めます。 

 これで、議案第３６号の質疑を終わります。 

 議案第３７号美幌町指定介護予防支援等の

事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援

等に係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準等を定める条例の一部を改正

する条例制定について、質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めます。 

 これで、議案第３７号の質疑を終わります。 

 議案第３８号美幌町民会館条例の一部を改

正する条例制定について、質疑を許します。 

 ４番上杉晃央さん。 

○４番（上杉晃央君） 参考資料の中に、そ

れぞれ諸室の名称の変更と新しい料金が示さ

れております。これは、条例では、具体的な

減免などの基準等がわかりませんので、以前、

びほーるができたときに説明を聞いたと思い

ますが、減免の基準などがわかる資料を、議

長にお取り計らいいただいて、別途、配付を

いただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 教育部長。 

○教育部長（田村圭一君） ただいまの減免

基準に関する資料につきましては、お時間を

いただいて、準備して、配付をさせていただ

きたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、議案第３８

号の質疑を終わります。 

 議案第３９号美幌町中小企業振興条例の一

部を改正する条例制定について、質疑を許し

ます。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めます。 

 これで、議案第３９号の質疑を終わります。 

 議案第４０号美幌町営住宅管理条例の一部

を改正する条例制定について、質疑を許しま

す。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めます。 

 これで、議案第４０号の質疑を終わります。 

 議案第４１号美幌町都市公園の配置及び規

模の技術的基準に関する条例の一部を改正す

る条例制定について、質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めます。 

 これで、議案第４１号の質疑を終わります。 

 議案第４２号美幌町公共下水道設置条例の

一部を改正する条例制定について、質疑を許

します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めます。 

 これで、議案第４２号の質疑を終わります。 

 議案第４３号美幌町公営企業の剰余金の処

分等に関する条例の一部を改正する条例制定

について、質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めます。 

 これで、議案第４３号の質疑を終わります。 

 議案第４４号指定管理者の指定について、

質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めます。 

 これで、議案第４４号の質疑を終わります。 

 議案第４５号指定管理者の指定について、

質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めます。 

 これで、議案第４５号の質疑を終わります。 

 議案第４６号指定管理者の指定について、

質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めます。 

 これで、議案第４６号の質疑を終わります。 

 議案第４７号指定管理者の指定について、

質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めます。 

 これで、議案第４７号の質疑を終わります。 

 議案第４８号指定管理者の指定について、

質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めます。 

 これで、議案第４８号の質疑を終わります。 

 議案第４９号指定管理者の指定について、

質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めます。 

 これで、議案第４９号の質疑を終わります。 

 準備のため、暫時休憩いたします。 

 再開は、１０時３０分といたします。 

午前１０時２４分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午前１０時３０分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 議案第５０号平成３０年度美幌町一般会計

予算についての質疑を行います。 

 担当部局ごと、事項別明細書の款及び項ご

とに進めたいと思います。 

 なお、予算書の第２表、債務負担行為及び

第３表、地方債に対し、質疑をする場合は、

それに対応する事項別明細書の項の中で質疑

をお願いいたします。 

 まず、歳出から、１款、議会費、７４ペー

ジから７５ページまでの質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めます。 

 これで、１款、議会費を終わります。 

 次に、２款、総務費の質疑を行います。 

 なお、２款、総務費のうち、３項、戸籍住

民基本台帳費は、３款、民生費の前のところ

で、５項、統計調査費、２目、地籍調査費は、

８款、土木費の前のところで質疑を行います。 

 １項、総務管理費、７６ページから９５ペ

ージまでの質疑を許します。 

 １０番吉住博幸さん。 

○１０番（吉住博幸君） ７７ページの総務

費、総務管理費、一般管理費のところです。 

 その中で、秘書渉外事務、普通旅費、３３

７万６,０００円、交際費、１７０万円、積算

根拠について御説明をいただきたいと存じま
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す。 

○議長（大原 昇君） 総務主幹。 

○総務主幹（小室保男君） 御答弁を申し上

げます。 

 秘書渉外事務の普通旅費につきましては、

町長及び副町長、代理出席者等の公務出張に

係る旅費につきまして、前年度の実績を参考

に予算を計上させていただいております。 

 なお、財務の配当旅費につきましては、各

部局が事務事業を進める中で、当初予算では

想定していない急な出張に対応できるよう、

あらかじめ秘書担当におきまして、一括で予

算措置をしている旅費でございます。 

 積算根拠につきましては、配付している資

料を御参照いただければと思います。 

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さん。 

○１０番（吉住博幸君） まず、旅費のほう

であります。 

 資料を見せていただいておりますが、この

資料を見た中でお聞きしたいのは、資料の２

ページの下の表の左側のことです。町外日当

を見ると４件ということで書かれていますが、

秘書というのは、町長、副町長にかわってど

のような行動をされているのか。旅費という

意味でです。 

 町長の名代といえば、あえていえば副町長

だし、副町長の名代といえば、いろいろな部

局があると思いますけれども、総務部長あた

りになるかと思うのです。秘書が、町長、副

町長にかわってやることというのは、特別に

どういうことがあるのかという観点で、まず

お聞かせ願いたいと思います。 

 もう一点は、日当の話です。これは、町長

も秘書も含めてお聞かせ願いたいのですが、

旅費というくくりの中の日当の認識が、私の

知識不足の面もあるかもしれませんが、東京

に行ったときは日当が当たらないのか。単純

にこういうふうに分けられると、そこら辺を

疑問に思うので、いま一度、確認のためお聞

かせ願えないでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 総務主幹。 

○総務主幹（小室保男君） ただいま御質問

の秘書担当職員の旅費でありますけれども、

町長の名代として何らかの行事等に参加して

いるというものではございません。例えば、

東京美幌会やさっぽろ美幌会のようなふるさ

と会に町長が出席する際に随行いたしまして、

さまざまな用務を行っているものであります。 

 また、町外の日当につきましては、例えば、

旭川市や帯広市のように、町長が日帰りの出

張をする際に運転業務などで同行する場合が

ございますので、その際の日当を支出してい

るということでございます。 

 また、日当の考え方ですけれども、こちら

の資料では、東京、札幌等の宿泊を伴う旅費

がございますが、こちらについては、宿泊費

あるいは交通費、さらには日当、定額車賃等

を含んだ全ての額を記載しているものです。 

 したがいまして、何らかの公務で出張する

場合につきましては、いずれの用務につきま

しても日当が発生しているということであり

ますので、御理解をいただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さん。 

○１０番（吉住博幸君） 秘書担当について

そうであれば、町長の出張の項目と符合しな

いところが発生するのではないかと思います。

例えば、町長の旅費を見た場合、乙地の１泊

２日はなく、副町長は３件、しかし、秘書は

５件あるのです。町長の名代の副町長に随行

するのであれば、符合しない点があるのでは

ないかという思いですので、そこら辺は、書

類を届けてくれということもあるのかなとい

うふうによく解釈したのですが、そこら辺が

符合しないという観点も含めて、こういう事

情があるということがあれば、いま一度、お

教え願いたいと存じます。 

○議長（大原 昇君） 総務主幹。 

○総務主幹（小室保男君） 済みません。私

の２回目の御答弁で若干説明不足がございま

した。 

 第１回目の答弁でお話ししたとおり、町長

及び副町長、さらには、代理出席者が公務出

張する場合の旅費につきましても、秘書担当

ほかという分類で載せてございますので、先
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ほど説明した町長あるいは副町長に同行する

分と、町長、副町長の代理として各部局長が

出席する際の旅費につきましても、こちらの

町外日当等で記載しておりますので、必ずし

も符合していないということでございます。 

 次の御質問の交際費の積算根拠についてで

ございます。 

 交際費につきましては、行政運営を進める

中で、町を代表いたしまして、外部の団体ま

たは個人との交際をするための経費であり、

前年度の実績を参考に予算を計上していると

ころでございます。 

 祝儀、会費、香典、土産など、交際費の支

出は多岐にわたりますが、予算の執行に当た

りましては、社会通念に照らし、広く理解の

得られる範囲内に限って支出をしているとこ

ろでございます。 

 積算根拠につきましては、配付資料のとお

りでございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さん。 

○１０番（吉住博幸君） 交際費の２回目と

いうことでお聞かせ願いたいと思いますが、

この資料に基づいてお話しさせてください。 

 寸志という項目があります。祝儀ではなく

寸志です。どういう場合に出されているのか

というのが、まず、お聞かせ願いたい１点で

す。 

 次に、お土産であります。今度は金額的な

ことです。平成２９年度は、予算からいった

ら１５万５,４５２円を積み上げていますが、

３０年度は２６万円になっています。先ほど

の説明の出だしは、実績を含めて新年度予算

を積み上げておりますという説明だったと思

っていますので、しからば、まだ２９年度は

終わっていませんが、２９年度の実績と３０

年度はどういう形の２６万円という積み上げ

なのか。 

 例えば、美幌町の特産物を特に持っていき

たいとか、美幌町が開発している品物がちょ

っと高いので単価が上がったとか、そういう

こともいろいろあろうかと思います。ただ、

金額的に４割程度ふえている格好かと思いま

すので、そこら辺を含めて的確にお答え願え

ればと思っています。 

○議長（大原 昇君） 総務主幹。 

○総務主幹（小室保男君） まず初めに、寸

志の御説明でありますが、寸志につきまして

は、各団体等の総会あるいは懇親会の席に出

席する際に、会費を求められない場合もござ

います。そういった場合に、寸志という形で

町として交際費を支出しているということで

ございます。 

 もう一点の平成３０年度の土産品の予算が

かなり増大しているということですが、平成

３０年度につきましては、この５月下旬に、

道内の駐屯地が所在している自治体が、年に

１回、道内各地で総会を開いているわけです

が、美幌町におきまして、その総会が開催さ

れる予定となってございます。その際に、美

幌町のＰＲを兼ねて特産品等を皆様に御提供

したいと考えておりますので、１０万円ほど

予算額を伸ばしているということでございま

す。よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さん。 

○１０番（吉住博幸君） この項目の３回目

になります。 

 美幌町で開発して生産しているものは、中

にはアルコール類もあると思うのですが、思

い切ったアスパラうどんとか、そばとか、い

ろいろあると思いますので、ぜひＰＲを込め

て利用していただきたいと思います。質問と

いうか、希望を付しておきたいと思っており

ます。 

 終わります。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はありま

せんか。 

 １０番吉住博幸さん。 

○１０番（吉住博幸君） ８１ページであり

ます。 

 総務費、総務管理費、広報広聴費、ホーム

ページ管理委託料６６万１,０００円のことに

ついてであります。 

 この内容についてお知らせ願いたいと存じ
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ます。 

○議長（大原 昇君） 総務主幹。 

○総務主幹（小室保男君） 御答弁申し上げ

ます。 

 ホームページの管理につきましては、株式

会社魯山と平成２９年４月から３年間の長期

継続契約を締結しているところであります。 

 委託の内容につきましては、保守、運用の

サポート業務全般でありまして、具体的には、

システムに不具合が発生した際の技術的な対

応、あるいは、技術的な部分にかかわる助言、

アドバイス、さらには、利便性を高めるため

のプログラムの改修などになってございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さん。 

○１０番（吉住博幸君） ２回目であります。 

 それでは、まだ平成２９年度は終わってお

りませんが、現実に２９年度はどのような不

具合が発生して、委託をしている会社に活動

していただいているのか。それから、現実に

おいでになってアドバイスもなさっているの

かどうかも含めて、保守、改修、運用のサポ

ートという内容をもう少しお聞かせ願いたい

と思っています。 

○議長（大原 昇君） 総務主幹。 

○総務主幹（小室保男君） 平成２９年度に

おけるサポート業務の内容でございますが、

今年度につきましては、プログラムの修正を

１４件依頼しております。 

 その内容でありますが、例えば、掲載して

いる記事のレイアウトを修正いただく、さら

に、公開している画面に不具合が生じて修正

をいただく、あるいは、バックアップファイ

ルの復元をお願いするなど、さまざまな事案

があるわけですが、平成２９年度については

全体で１４件の修正をいただいているところ

でございます。 

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さん。 

○１０番（吉住博幸君） 今の内容はわかり

ました。ただ、全部込みでこの金額というこ

とで、あえて安い高いを言うつもりはありま

せんが、こういうものは日数や時間で精算し

ている民間会社もあります。というのは、向

こうも出動する回数が多ければ、経費の金額

の違いがいろいろあると思うのですが、そこ

は、そういう形で契約していると思いますの

で、安心しております。 

 ただ、一つだけ気になるのは、聞いていい

のかどうかわかりませんが、せっかくそのぐ

らいのサポートをしているのに、ホームペー

ジのアップが遅過ぎます。予算とは関係ない

かもしれないけれども、アップが遅過ぎるの

です。 

 それから、例えば、過去の行事ですが、１

０カ月前くらいの行事まで残しておく必要が

あるのですか。ぱっと見たときに、直近のも

のが上位にあったほうがいいです。もう終わ

ってしまった行事が上にあって、直近のこと

が後になっている例もあろうかと思います。 

 これは、皆さんの御努力でできることで、

行を変えるなどは打ち込むぐらいの作業だと

思いますので、過去の行事の整理はしっかり

していただきたいという意見を付しておきた

いと思います。 

○議長（大原 昇君） 総務主幹。 

○総務主幹（小室保男君） ただいま議員か

ら御指摘あったとおり、町の情報をわかりや

すく住民の皆様に広く発信していくというこ

とは、まちに対する理解を深め、ひいては、

住民サービスの向上につながることだと認識

しております。 

 今後とも、ホームページの充実にしっかり

と取り組むことで、住民サービスの向上に努

めてまいりたいと考えておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はありま

せんか。 

 ４番上杉晃央さん。 

○４番（上杉晃央君） ８１ページの広報広

聴費の印刷製本費の７９万３,０００円の中

で、町のＰＲ用クリアファイルを作成すると

いうことですが、どのような情報をプリント

されるのか、御説明いただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 総務主幹。 



 

－ 217 － 

○総務主幹（小室保男君） 町のＰＲ用のク

リアファイルにつきましては、美幌町を広く

ＰＲする新たな手段の一つとしまして、美幌

峠の写真を印刷したクリアファイルを作成し

たいと考えているところであります。 

 各種会議、あるいは、視察の来町者を初め、

イベントの開催時に観光パンフレットなどと

ともに配布することを想定しているところで

あります。 

 なお、クリアファイルにつきましては、日

常的に御使用いただくことで、ＰＲの効果も

高まると考えてございますので、シンプルで

使い勝手のよい、飽きのこないデザインを考

えたいと思っております。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さん。 

○４番（上杉晃央君） 中身はわかりました。 

 美幌峠の景色をメーンとしたということで

すが、写真だけで美幌のよさをＰＲされるの

か、その中に文字的な情報などアクセスでき

るような、例えばインターネットにすぐアク

セスできるようなところまで載せたりするの

でしょうか。もしその辺の考え方が決まって

いれば、お聞かせいただきたいと思います。 

 また、各種会議とか視察、イベントで配布

するという場合、毎年、継続的に作成されて

いくのだと思います。５,０００枚ではすぐに

なくなるということはないのだと思いますが、

当面１年分ということで理解してよろしいで

しょうか。 

○議長（大原 昇君） 総務主幹。 

○総務主幹（小室保男君） 美幌峠の景色に

つきましては、御承知のとおり、四季折々に

すばらしい景色がございますので、そういっ

た景色をうまく取り入れた中でデザインを考

えたいと思っております。 

 また、文字情報等につきましても、具体的

なものはまだ詰めておりませんが、今、議員

から御意見もいただきましたので、しっかり

検討の上、いいクリアファイルを作成したい

と思っております。 

 また、５,０００枚でありますが、新たな試

みということもございますので、今後、作成

した中でどういった反響があるかもしっかり

見きわめた中で対応していきたいと思います

が、現時点では、平成３０年度の１年分とい

うことを考えて作成したいと思っております。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はありま

せんか。 

 １番髙橋秀明さん。 

○１番（髙橋秀明君） ８３ページの役場

庁舎建設設計業務委託料の３,４４４万８,

０００円に対しての入札予定価格の判断基

準をお聞かせください。 

○議長（大原 昇君） 庁舎建設主幹。 

○庁舎建設主幹（遠國 求君） 御質問にお

答えしたいと思います。 

 本委託業務につきましては、通常の指名競

争入札、いわゆる価格競争によるものではな

くて、プロポーザル方式を予定してございま

す。 

 予定価格積算の根拠といたしまして、美幌

町財務規則にのっとりまして、設計書等によ

って定めることとすると考えているところで

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（大原 昇君） １番髙橋秀明さん。 

○１番（髙橋秀明君） 今、一般価格競争入

札ではないと言われましたが、プロポーザル

方式で行けば、当然、よりよい企画と安価な

価格を期待して、このプロポーザル方式をと

るのだろうと僕は認識しています。その中で、

今回、指名業者の数については、今までずっ

と美幌町のおつき合いの設計業務を担当され

る会社が多々あろうかと思いますけれども、

この役場庁舎に関してどの程度の入札参加数

を予定しているのか、もう一つは、今までの

流れから言うと、基本設計をやれば実施設計

も大体同じ会社というのが一般的だと思いま

すけれども、その辺の確認をしたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） 契約財産主幹。 

○契約財産主幹（大場正規君） ただいまの

１点目の指名業者の関係でございますが、プ

ロポーザル方式につきましては、公募型とい
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うことで、今後、町の競争入札参加資格者名

簿の中の建築設計に登録されている業者が参

加できますので、その辺の募集をかけて、１

次審査、その後は２次審査ということで行い、

最終的に１社の業者を決めて、そちらと契約

するものとなってございます。 

○議長（大原 昇君） １３番古舘繁夫さん。 

○１３番（古舘繁夫君） 知識がないので御

指導いただきたいのですが、私の設計会社で

はこのようなあんばいで設計したいというこ

とを申し入れるのが公募型プロポーザルだと

思うのですけれども、まず、それをわかりや

すく知りたいです。 

 また、今、髙橋議員もお尋ねいたしました

が、３,４４４万８,０００円という金額とい

うのは、私たちに説明いただいたのは、４,５

００平米前後と言ったと思うのですが、そう

いうものであって、平米に幾らぐらい掛けた

ら、おおむねこれぐらいという金額が出るの

がプロポーザルの基本的な価格なのだという

捉え方でいいのですか。 

 また、私が最初に聞いていたのは、しゃき

っとプラザと廊下またはブリッジのようなも

ので建てたいということでした。しかし、役

所の皆さんもいろいろとお考えのことだと思

うのですけれども、そう考えたら考え方が狭

まるのです。だから、しゃきっとプラザはし

ゃきっとプラザで生かし、別なところで考え

たいということで、当初の考え方から若干ず

れたけれども、その辺も踏まえてのプロポー

ザルの設計なのかということを伺いたい。 

○議長（大原 昇君） 庁舎建設主幹。 

○庁舎建設主幹（遠國 求君） まず、委託

料の件でございますけれども、本年度の予算

につきましては、基本設計と実施設計の一括

発注を予定してございまして、２カ年の工期

で、本年度はその第１年次目ということでご

ざいます。債務負担行為にも金額を載せてご

ざいますけれども、その合算額が合計の委託

料となっております。 

 設計の積算につきましては、プロポーザル

にかけるとはいえども、通常の実施設計なり

の設計と同様、道の積算基準なりをもとに設

計して、金額を求めるところでございます。 

 もう一点、しゃきっとプラザとの関係でご

ざいますけれども、しゃきっとプラザとの連

携という表現にしてございますが、基本構想

の中でも、しゃきっとプラザにあります民生

部の機能を新庁舎に移転するという考えでご

ざいますので、物理的にしゃきっとプラザと

渡り廊下等でつなげる必要があるかどうかも、

今後の設計の中で検討してまいりたいと考え

てございます。 

○議長（大原 昇君） １３番古舘繁夫さん。 

○１３番（古舘繁夫君） 平米が幾らという

数字はあるのか。４,５００平米という数字が

あっての掛け算で３,４００万円ですか。そう

だったらいいのですが、そういうことですか。 

○議長（大原 昇君） 庁舎建設主幹。 

○庁舎建設主幹（遠國 求君） 済みません。

御答弁が漏れてございました。 

 積算基準は、確かに面積に対して幾らとい

う大きな考え方はそのとおりでございます。 

○議長（大原 昇君） １３番古舘繁夫さん。 

○１３番（古舘繁夫君） 今、主幹からあっ

たように、完成というか、お尻が決まってい

るということもあって、基本設計と実施設計

を一緒にお願いするということだと思います。

基本設計と実施設計を一緒にという例は余り

記憶にないのですけれども、先ほど髙橋議員

が基本設計をやる会社が、案外、実施設計も

やるということが多いですねとお話しいたし

ましたが、今、セットで、指名願を出してい

る設計事務所にこういうことでプロポーザル

というお話がありました。ただ、公募型プロ

ポーザルというのは、私が例として言ったこ

とであって、そういうものかということに対

する答えがないです。お答えいただいて理解

したら終わりますが、そこは漏れていました。 

○議長（大原 昇君） 庁舎建設主幹。 

○庁舎建設主幹（遠國 求君） プロポーザ

ルの具体的なことについてお答えしたいと思

います。 

 美幌町に指名願を提出されている道内の建
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築設計の業者は、現在、９８社ございまして、

その中で参加表明をいただくことにしており

ます。その参加表明を受けた中で１次審査を

実施し、数社を選定することになっておりま

す。その数社について役場に来ていただいて

２次審査を行います。２次審査の中では、プ

レゼンテーション及びヒアリングを行いまし

て、最優秀者を定めます。最優秀者と価格交

渉を実施した後に契約という流れになってお

ります。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） プロポーザルに

ついては、今、庁舎建設に係る基本構想案を

策定しているところでございます。これをも

とに、あとは、こういう条件の中であなたの

会社はどういう庁舎建設を考えますかという

提案を受けるということになりますので、内

容につきましては、最低限の条件を付さない

と業者も設計ができないということもござい

ますので、それらの仕様書もつくった中でプ

ロポーザルの公募をかける形になると思いま

す。 

○議長（大原 昇君） １３番古舘繁夫さん。 

○１３番（古舘繁夫君） よくわかりました。 

 道内の企業に出して、答えをもらうという

ことで、部長がおっしゃったその期限という

のは決めてありましたか。もしわかるのであ

れば、最後に期限を教えてください。 

○議長（大原 昇君） 庁舎建設主幹。 

○庁舎建設主幹（遠國 求君） 期限といい

ますか、具体的なスケジュールを述べたいと

思います。 

 本予算案が議決されたとすれば、この後に

プロポーザルに関する公示を直ちに行いたい

と考えてございます。４月中には参加いただ

ける業者の参加表明をいただきまして、第１

次審査の実施を考えております。後に、５月

になりますけれども、第２次審査のプレゼン

テーション及びヒアリングを実施しまして、

最優秀業者を選定したいと考えております。

できれば５月中には業者を選定しまして、工

期につきましては、翌平成３１年の４月まで

と現在は考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（大原 昇君） 暫時休憩します。 

 再開は、１１時２０分といたします。 

午前１１時０８分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午前１１時２０分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 平成３０年度美幌町一般会計予算について

の質疑を引き続き行います。 

 ４番上杉晃央さん。 

○４番（上杉晃央君） ８３ページの財産管

理費、庁舎改築等事業の特別旅費が５万２,０

００円計上されておりますが、先進地視察の

候補地をお知らせください。 

○議長（大原 昇君） 庁舎建設主幹 

○庁舎建設主幹（遠國 求君） 先進地視察

の候補地でございますが、庁舎建設に当たり

まして、窓口機能、例えば、ワンストップ窓

口や総合窓口、防災機能や再生可能エネルギ

ーの活用、ＩＣＴの関連等を視察することを

考えてございまして、候補地としまして、平

成２７年に完成しました岩内町、平成２９年

に完成しました北広島市などを考えてござい

ます。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さん。 

○４番（上杉晃央君） 了解しました。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑ありませ

んか。 

 ４番上杉晃央さん。 

○４番（上杉晃央君） 同じく８３ページの

庁舎改築等事業の中の関連で、債務負担行為

の役場庁舎執務環境計画策定業務委託料とい

うことで、１９９万８,０００円が設定されて

おりますが、策定業務の項目について御説明

いただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 庁舎建設主幹。 

○庁舎建設主幹（遠國 求君） 執務環境計

画策定業務の内容でございますけれども、庁

舎建設に当たりまして、フロア構成やオフィ

ス環境、システム配置プラン、具体的に言い
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ますと、机とか備品、ＯＡ機器の配置プラン

にかかわる調査業務でございます。文書量を

含めて、既存の庁舎の備品等の配置状況を調

査いたしまして、新しい庁舎でどのようなレ

イアウトをしていいかということで、設計業

務とは別に発注いたしまして、本体の設計と

の突き合わせをしながら、より使いやすく住

民の利便性を高めるといった庁舎の建設を目

指すものでございまして、近年、市町村役場

を建設する際には、どこの自治体もほぼ採用

している調査業務であるということでござい

ます。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さん。 

○４番（上杉晃央君） 項目はわかりました。 

 そこでお尋ねしますが、契約方法と策定期

間についてです。これは、債務負担行為の設

定ということですから、平成３０年、３１年

という２カ年だと思いますが、契約をいつご

ろにして、どういう期間で発注するのか、具

体的な内容をお知らせください。 

○議長（大原 昇君） 庁舎建設主幹。 

○庁舎建設主幹（遠國 求君） 本委託の発

注方法でございますけれども、現在のところ

指名競争入札を考えてございます。委託期間

につきましては、債務負担行為でございまし

て、平成３０年４月から平成３１年９月まで

を考えてございます。 

○議長（大原 昇君） １３番古舘繁夫さん。 

○１３番（古舘繁夫君） ただいまの上杉議

員がお尋ねのところであります。 

 今、遠國主幹がちょっとお話しされました

が、どこのまちも庁舎を建てる場合にはこう

いうことをやられているのだというお話です。

究極は、町民の皆さんが庁舎においでになっ

たときにスムーズな云々とおっしゃったので

すが、廊下があって、部屋があって、そこに

机をばっと並べたらいいと思います。言葉は

悪いけれども、職員の皆さんが楽をしている

のではないですか。そんなことはないですか。

みんなで絵を描いて、ここを廊下にして、こ

ういうふうに使えばいいだろうと。平米的に

は、民生部は、私たちはこうだからこれぐら

いあればいいなと。４,５００平米というのは、

そういう根拠からつくっているのでしょう。

違うのですか。 

 だから、こんなのに２００万円かけるのか

なと。大切な２００万円かもしれない。そう

いう職員の皆さんが持っていない知識や経験

をどこかの業者が持っているから、きっとす

ばらしいものなのでしょうね。それは評価で

きるのですか。大丈夫ですか。 

 使おうとしているみんながやったほうが知

識や経験を生かしたレイアウトになるのでは

ないですか。大丈夫ですか。本当に町民が来

て使いやすいレイアウトになるのですか。働

いている職員だけがいいなんていうのはだめ

です。それは先ほどおっしゃったからわかっ

ているのだと思いますが、町長、何か答弁し

てくれる予定ですか。 

 他人に任せるのではなくて、あなたたちが

絵を描いたらどうかということです。２００

万円はいいけれども、それは丸投げという言

葉らしいです。職員の皆さんは、出すときに

もうちょっと考えたらどうですか。どんな会

社がこういう絵を描いてくれるのですか。俺

が描いたほうがいいのではないかという人が

職員にいるのではないですか。大丈夫ですか。 

 もう一回言います。職員の皆さんもあらあ

らを書いたらいいのではないか。 

○議長（大原 昇君） 庁舎建設主幹。 

○庁舎建設主幹（遠國 求君） 御指摘をい

ただきました。 

 当然、職員も丸投げするわけではなく、職

員の中で庁舎の建設に関する検討委員会を持

ってございまして、職員側でもどのようなレ

イアウトがいいかということをもちろん考え

ます。 

 本業務の業者の役割でございますけれども、

オフィスの専門業者でございまして、例えば、

どのような机があるのかというのは、我々が

持っている情報より当然多くの情報を持って

ございますし、ほかの事例も当然持っており

ますので、ノウハウはかなりある業者という

ことでございます。 
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 細かいことを言えば、例えば、机を配置し

てみたら蛍光灯の位置が違っていたとか、プ

リンターを置こうと思ったらそこに配線がな

かったとか、そういった細かい部分が出てく

るということを聞いてございます。そういっ

たことがないようにしたいですし、町民の皆

さんも窓口の手続にどのような動線で来れば

利便性が上がるかということを、もちろん我々

も考えますけれども、専門家からの意見も聞

いたほうがよりよい庁舎の建設につながると

いう考えのもとから、この委託の予算を提案

したところでございます。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 古舘議員が御指

摘のとおり、職員も住民のことをきちんと考

えなければいけないと思っております。ただ、

いかに効率よく配置をできるかによって、そ

の事務スペースを縮小できるだろうというふ

うに考えておりますので、無駄なスペースを

省き、コストを下げていくために、こういっ

た配置計画が必要だろうというふうに考えて

おります。 

 また、庁舎完成後の引っ越しについても、

短時間の中で引っ越しをしなければいけない

ということからいけば、そういう什器類につ

いてどのような配置が一番いいのかというこ

とも含めて計画で策定することで、短時間で

住民サービスの低下を招かない引っ越し作業

ができるのだろうと思っておりますけれども、

それらを含めて、この業者等も含めて、職員

間でも協議をしながら、いい方法の中で引っ

越しも含めて終わらせたいというふうに考え

ておりますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） どちらかというと、

職員のためではないかというニュアンスで聞

いていましたけれども、我々は、決して職員

のための庁舎なんて考えておりません。住民

の皆様にとって使い勝手がよくて利便性のい

いものをつくるため、緊張感を持ってスピー

ディーに対応していきたいと思っていますの

で、どうか御理解のほどをよろしくお願いし

たいと思います。 

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さん。 

○１０番（吉住博幸君） ８３ページ、総務

費、総務管理費、財産管理費の中の警備業務

委託料９８８万２,０００円の積算根拠をお

示ししていただきたいと存じます。 

○議長（大原 昇君） 総務主幹。 

○総務主幹（小室保男君） 役場庁舎等の警

備及び日直業務につきましては、長期継続契

約を締結しているところでありますが、施設

管理上の安全管理、防災、防犯及び各種サー

ビスの拡充の観点から業務内容を見直した結

果、平成３０年度より業務の一部につきまし

て追加をさせていただきたいと考えていると

ころでございます。 

 追加する業務といたしましては、巡視区域

の拡大、独居高齢者宅に設置されている緊急

通報電話受信時における消防への連絡、ある

いは、Ｊアラートを含めた緊急防災対応のほ

か、婚姻届の提出者に係る記念撮影なども警

備業務に追加したいと考えております。 

 積算根拠につきましては、配付した資料の

とおりでございますので、よろしくお願いい

たします。 

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さん。 

○１０番（吉住博幸君） すごく危険性のあ

る内容だなというふうに思っています。とい

うのは、今、長期契約ということに対して思

いを言ったのですけれども、実は、平成２９

年度のこの業務は、当初予算が６６９万４,０

００円であります。単純計算をすると、３０

年度は３２０万円、大ざっぱに言うと１.５倍

になっているところであります。 

 そこで、平成３０年度に発注するときに、

２９年度は日中も委託を受けたところの人員

は、ぶっ通しという意味ではないですが、１

名の配置だったと思っています。今回、内容

を追加したとしても、ちょっと失礼な言い方

だけれども、３０年度が１.５人で管理すると

いうのだったら１.５倍かかるでしょうと単純

にわかるのです。 
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 例えば、私が知っている会社は、作業員を

雇おうとする。会社は穴を掘っておいてと指

示をします。作業の時間内の時間給を基準に

するか、給料制にするかは別にしても、手が

あいていて、できるなと思ったら、次の仕事

をやっていただくのです。 

 今回、追加項目があるという話ですけれど

も、先ほどの話の追加項目を含めて、私の計

算ですが、１.５人工になるからというのだっ

たらわからないわけではないけれども、日数

は違ったとしても、今までと同じ配置人数と

同じ時間でこれができる可能性があるとすれ

ば、どこに１.５倍伸びる要素があるのかとい

う疑問を抱きます。 

 私は、過去に同じようなことをお聞きしま

した。実は、当初から、安過ぎないかという

思いでした。相手の業者というのは、その仕

事を欲しいときは、腹をくくって、いろいろ

な入札金額を入れてきます。見積もりも書き

ますが、長期契約というのは、その趣旨を踏

んで行政もやるとすれば、そういった配置が

１人だったら、３０年度も１人工―時間な

どの細かい話は別として、通しで１人工でで

きるとすれば、１人工で多少の経費をつけた

としても、それ以上のものはないと思うので

す。 

 ちょっと言い過ぎの部分もあるかもしれま

せんし、私が組み立てている思いと違うかも

しれませんので、今、具体的に言いましたの

で、その点を含めて御答弁願いたいと存じま

す。 

○議長（大原 昇君） 総務主幹。 

○総務主幹（小室保男君） ただいま御指摘

をいただきましたが、確かに予算額で比較し

た場合、前年度から大きな伸びになってござ

います。業務内容につきましては、見直しの

経過等を１回目の御答弁でさせていただいた

わけでありますが、その中で、人件費の単価

アップもございます。さらには、さまざまな

守衛業務を今回追加する中で、その業務の人

工は変わりないのですが、質を高めていただ

くということで、委託業務全般について見直

すということになりますので、予算上、委託

料が伸びているということでございます。御

理解をいただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さん。 

○１０番（吉住博幸君） 御理解できません。 

 もう一度繰り返しますが、業務ですよ。こ

の答弁の文章をそっくり読ませていただいて

いますけれども、仮に人数は変わらないとす

る。ここを本庁舎と言うなら、別館に行く間、

本庁舎の警備はしていないのです。当然、本

庁舎の分の警備を含めて委託しているわけで

す。物理的に、人的に、別館に行ったら本庁

舎には不在なわけです。だから、先ほど言っ

たように、追加項目を含めて１.５人工にする

からというのだったら、本庁舎の分も時間的

に同時ならわかるのだけれども、本庁舎のと

ころは体は一つですから、別館もついでにと

いう言葉は悪いですが、それをしないでやっ

たのだったら、本庁舎の人工を割いてやって

いるわけでしょう。理屈に合いません。 

 こういうおそれがあるなら、今後、長期契

約というのは恐ろしいです。今言ったように、

人件費の年々のアップだって、今回の春闘で、

妥結したかどうかは別として、伸びたって３％

とか、北海道内でも最低賃金という項目で上

げる部分はわかるのです。 

 そうしたら、今言ったように、別館は本庁

舎の業務で警備はしていないわけですから、

割いていくわけです。それから、警備の中で、

例えば、水道事故が起きたら電話が来ますよ

ね。ちゃんと担当部署にも連絡を入れている

でしょう。だから、こっちの座っている時間

に電話の受け答えは、制度的に、Ｊアラート

だろうが、それは当然だという趣旨です。 

 そうしたら、くだらない言い方をしますが、

トイレの巡回をするのに何千円、別なところ

の巡回をするのに何千円という積み上げをし

たのですか。違うと思います。何人がここに

かかわるかということの積み上げが基本だと

思うのです。 

 そういう面では、新年度予算は９８８万２,

０００円で、平成２９年度は６６９万４,００
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０円です。もう一度言いますが、雑駁に言っ

て３２０万円の約５割増しです。同じ人数で

管理するなら全然納得がいかないと申し上げ

て、やめておきます。 

○議長（大原 昇君） 総務主幹。 

○総務主幹（小室保男君） ただいま御質問

をいただきましたが、今回、巡視区域を拡大

するということで、別館の施設につきまして

も巡回の区域に加えるということでございま

す。 

 ＮＴＴと事前に打ち合わせをした中では、

その巡回の際には電話を転送できるようなサ

ービスが可能ということでございました。で

すから、別館を巡視している間は庁舎を施錠

しますので、その時間に直接来庁された場合

の対応は難しいかもしれませんが、電話等に

つきましては転送がかかりますので、対応は

しっかりできるということでございます。 

 いずれにしても、今回、庁舎あるいは敷地

内の安全管理をしっかりしたい、また、防災・

防犯上の対応を的確にしたい、さらには住民

サービスを高めていきたいということで今回

の業務の追加を考えたわけでございますので、

御理解をいただければと思います。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑ありませ

んか。 

 ８番岡本美代子さん。 

○８番（岡本美代子君） ８５ページの総務

費、総務管理費、企画費、地域おこし協力隊

募集採用選考業務委託料１８１万５,０００

円ですけれども、これも足かけ３年目の事業

というふうに認識しているところですが、な

かなかうまくいっていないようです。 

 この１８１万５,０００円というのは、地域

おこし隊の採用をどのようにしているのかと

思うのです。例えば、そういう会社があって

紹介していただいているのか、どこで募集し

ようとしているのか、全国的にしているのだ

とは思うのですけれども、どこを通じてどの

ようにしているのか、ことしは、どの辺で募

集をしてうまくいこうとしているのかをお聞

かせください。 

○議長（大原 昇君） 政策主幹。 

○政策主幹（小室秀隆君） ただいまの御質

問でございますが、まず、地域おこし協力隊

の募集採用業務委託料の関係でございます

が、平成２９年度の募集の委託料をかけて、

今、平成３０年度に採用の内定をしているわ

けでございますが、活動内容につきましては、

観光振興業務に当たるということで内定して

おります。 

 具体的な活動内容につきましては、今後、

関係団体などの意見等をいただきながら進め

ていく予定となっておりますので、よろしく

お願いいたします。 

 募集業務の委託先ですが、札幌市にある北

海道観光まちづくりセンターという専門的に

やっている業者でございます。 

 以上です。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さん。 

○８番（岡本美代子君） それでは、もう内

定して、今後、２名の方が決まりそうだと捉

えてよろしいのでしょうか。 

 例えば、隣まちなどは、１,０００万円を出

して、まちの中のことをやってくれる方を募

集したり、華々しくやっていますけれども、

よそから来た人にまちをばっと変えてもらう

ということは間違っているという考えもあり

ますけれども、ことしは、地域おこし協力隊

は実を結ぶと認識してよろしいのですね。 

○議長（大原 昇君） 政策主幹。 

○政策主幹（小室秀隆君） 当初、平成３０

年度の採用予定は２名でございましたが、残

念ながら１名の採用にしかならなかったとい

うことでございます。今、隣まちの話が出ま

したけれども、私どものほうは、賃金として

約２２５万円という形になっておりますので、

その辺もよろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 先ほど御質問の

ありました１８１万５,０００円の委託料につ

きましては、平成３１年４月に採用する２名

を予定しておりますけれども、この採用募集

に係る委託料として、今回、３０年度の予算
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で１８１万５,０００円の計上をさせていただ

いたところでございます。 

 なお、平成２９年度の予算措置をした中で

は、２名の予定をしておりましたけれども、

ことしの４月からは１名の観光振興に係る地

域おこし協力隊の採用という形を考えている

ところでございます。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さん。 

○８番（岡本美代子君） 今の答弁は、平成

３１年度ということですか。４月からの人を

決めるための１８１万５,０００円ということ

ですね。地域おこし協力隊は、行く行くはこ

のまちで定住していただく、そして、ずっと

活動していただくということが最終の成功へ

の道かと思います。 

 委託先が北海道ということですが、私は、

都会とか、もうちょっと広いところで募集し

たほうが来てくれる方がいるのではないかと

思うのです。 

 特にここで言っておくことではないかもし

れませんけれども、例えば、観光地の中にそ

ういうものを置いて、それこそ峠のレストハ

ウスの２階が美幌のスペースですから、そう

いうところに、美幌では地域おこし協力隊を

募集しているよということを書くのも町外の

方がたくさんいらっしゃる場所には必要では

ないかと考えます。 

○議長（大原 昇君） 政策主幹。 

○政策主幹（小室秀隆君） 今、委託先は北

海道観光まちづくりセンターに出していまし

て、そこで広告を出してもらう業務をやって

いただくわけですが、今年度の部分では、「エ

ン転職」と「ＤＯＤＡ」といういわゆる転職

サイトに美幌町のものを載せております。そ

れにつきましては、全国レベルの広告になり

ますので、広く募集をしているということで

ございます。御理解のほどをよろしくお願い

いたします。 

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さん。 

○９番（坂田美栄子君） 岡本議員と同じ質

問ですけれども、大体の内容は理解をいたし

ました。 

 平成２９年度の募集で２名のところ１名し

かなかったということなのですけれども、例

えば、募集を出す条件が非常に厳しかったの

かなと思いますし、美幌町でこんなことをや

りたいという思いをもっと宣伝したほうがよ

かったのではないかと思います。美幌のまち

のよさ、美幌のまちだったらこういうことを

やりたいということをもっとＰＲしてもよか

ったのではないかと思うのです。 

 今、地域おこし協力隊が成功している自治

体がたくさんありますので、そこら辺の募集

の仕方や情報も持ってらっしゃると思うので

すけれども、もっと美幌のまちで活動してみ

たいという人を募集するため、もう少し内容

をＰＲする方法がなかったのかという思いな

のですが、どうでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 平成２８年、２

９年と２カ年にわたって地域おこし協力隊の

募集をさせていただいて、２名、２名という

ことで、２カ年で４名を募集させていただき

ましたけれども、最終的には１名という内定

にとどまっているところでございます。地域

おこし協力隊は、外からの目で美幌町のいろ

いろな分野の地域振興をどう図っていくかと

いうことでございますので、そういった意味

でいけば、いろいろな可能性を秘めた人でな

ければいけないと考えております。そういっ

た人材を求めているわけでございますけれど

も、募集の内容については、それほど厳しい

条件はつけておりません。 

 今回でいけば、観光の業務、森林の業務に

ついて、自分の考え方をきちんと持って振興

できるという形の募集をしております。その

中で、面接選考をして決定させていただいて

おります。募集は何名か来ておりますけれど

も、美幌町をきちんと考えていただいて、み

ずから努力をして、さまざまな形で地域おこ

しに当たっていただける人材を見つけるには

少し時間がかかろうかと思っていますし、転

職の一つと考える方も中にはいらっしゃいま

すので、それらの方々の面接の中でどういっ
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た考え方を持っているかということも含めて

内定させていただいているところでございま

す。 

 議員がおっしゃるとおり、募集のかけ方も

いろいろあろうかと思いますので、過去２カ

年行った募集の中で、募集要領の内容がこう

いう形でいいかどうかも含めて、再度検討を

してみたいというふうに考えております。 

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さん。 

○９番（坂田美栄子君） 内容についてはわ

かりました。ただ、今、答弁いただいたよう

に、来ていただいた方に全てお任せをするの

ではなくて、やっぱり行政と一緒になって進

めていくということが求められていくのでは

ないかと思います。その点をしっかり踏まえ

ていただいて、来ていただいた方には、美幌

町でしっかり活動できる状況を整備していた

だければと思います。 

 以上です。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 今回、内定をさ

れている１名の方についても、美幌町の臨時

職員として採用するわけでございますので、

美幌町行政と協力、連携をしながら、それか

ら、観光振興でいけば、それぞれの推進団体

と協力をしながらということで考えておりま

すので、協力隊員に全てお任せをするという

つもりはございません。ただ、協力隊員のほ

うも一定の情報を得る期間は必要だろうと思

っていますので、それらも含めて、関係推進

団体とも協議を図りながら、今後、協力隊員

が力を最大限発揮できるような環境を含めて

整備をしていきたいと考えております。 

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さん。 

○３番（新鞍峯雄君） 同じく８５ページの

企画費の中の臨時職員賃金の４１３万５,０

００円の内容について、御説明をお願いいた

します。 

○議長（大原 昇君） 政策主幹。 

○政策主幹（小室秀隆君） ただいまの臨時

職員賃金の４１３万５,０００円の内容につい

てでございますが、一つにおきましては、地

域おこし協力隊員１名分にかかる賃金等で、

金額は２２５万円となっております。 

 その内訳についてでございますが、月額１

６万６,６００円の賃金が１２カ月分、１２月

期の特別手当が１.１４カ月分、寒冷地手当月

額１万２,０００円が５カ月分となっておりま

す。 

 もう一つにつきましては、空き家対策事務

補助員に係る賃金等でございます。金額が１

８８万５,０００円となっております。 

 その内訳についてでございますが、月額１

４万４,５００円の４月から１２月までの９カ

月分、特別手当が６月期と１２月期の３.８カ

月分、寒冷地手当が月額１万２,０００円の１

１月と１２月の２カ月分、時間外手当が９時

間分で、単価が１,１６５円となっております。 

 以上を積算したものが、４１３万５,０００

円となっております。よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（大原 昇君） １番髙橋秀明さん。 

○１番（髙橋秀明君） ８５ページの事務事

業協力報償の１,２６８万円に対して、ふるさ

と納税返礼品の内訳、また、ふるさと納税の

増額に関する今後の取り組みをお聞かせくだ

さい。 

○議長（大原 昇君） 政策主幹。 

○政策主幹（小室秀隆君） ただいまのふる

さと納税の返礼品の内訳につきましては、別

紙に資料をつけておりますので、御参照いた

だきたいと思います。 

 また、ふるさと納税の増額に関する今後の

取り組みについてでございますが、主なもの

として７点を考えております。 

 一つ目は、リピーター確保対策として、寄

附者を対象としたアンケート調査を実施し、

その回答者の中から抽せんで特産品を贈呈す

るという新たな取り組みを予定しております。 

 二つ目は、同じくリピーター確保対策とし

て、現在もやっておりますダイレクトメール

の継続実施を考えております。 

 三つ目といたしまして、寄附者の賛同を得

られるような特徴的な事業、いわゆる重点化
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事業を選定した中でＰＲを行っていこうとし

ております。 

 四つ目といたしまして、魅力ある返礼品の

掘り起しを考えております。 

 五つ目といたしまして、高額寄附者向けの

返礼品の開拓を考えております。 

 六つ目といたしまして、東京美幌会、さっ

ぽろ美幌会などにおけるＰＲを行うことを考

えております。 

 七つ目といたしまして、雑誌等への広告掲

載ということを考えております。 

 このほかにも、適宜、有効な取り組みを行

い、ふるさと寄附金の増額に向けた取り組み

を推進してまいりたいと考えておりますので、

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １番髙橋秀明さん。 

○１番（髙橋秀明君） 一つ確認ですが、ふ

るさと納税額と返礼品との比率を再確認させ

ていただきたいです。 

 また、今の高額寄附者向けの返礼品の開拓

は、まだ具体的にはないような返答でしたけ

れども、例として、どことは言いませんが、

各地で体験型ということをやっていまして、

１カ月または３カ月の美幌町への無料移住体

験ということも含めてこれから考えていく予

定があればお願いします。今言った予定では

なく、こういうことを考えているというもの

があればお聞かせください。 

○議長（大原 昇君） 政策主幹。 

○政策主幹（小室秀隆君） まず、１点目の

比率の関係でございますが、２月末現在を同

じく前の年と比較した場合ですけれども、平

成２９年度は、２８年度に比べて２６.６％減

っております。金額にいたしますと１,０００

万５,０００円でございます。件数につきまし

ては３７.５％の減で、６１４件が減っている

状況になっております。 

 また、高額寄附者向けの部分でございます

が、今はまだ考えている最中でございますけ

れども、議員がおっしゃられた体験型につき

ましても考えているところでございますし、

今後、観光分野と協力しながらとか、いろい

ろと考えていきたいと思っております。 

 比率ではなく、還元率でございますか。 

 申しわけありません。 

 還元率でございますけれども、現在、品物

につきましては、寄附額の大体３０％以内ぐ

らいで、送料や手数料込みで５０％の経費を

使っているところでございます。 

 また、先ほどの高額寄附者向けの関係でご

ざいますが、今、考えているのは、新規起業

家の家具屋さんと何か記念になるような１０

万円ぐらいのものを考えているというところ

でございます。 

○議長（大原 昇君） 暫時休憩します。 

 再開は１３時１５分といたします。 

午後 ０時０２分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 １時１５分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 平成３０年度美幌町一般会計予算について

の質疑を引き続き行います。 

 ６番戸澤義典さん。 

○６番（戸澤義典君） 予算書の８５ページ

になります。 

 企画費、政策推進事業のうち、空き家対策

事業２４１万６,０００円につきまして、その

積算根拠及び事務補助員の業務内容と募集方

法について、御説明をお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 政策主幹。 

○政策主幹（小室秀隆君） １点目の空き家

対策事業の２４１万６,０００円の積算根拠

についてでございますが、臨時職員の社会保

険料として３３万６,０００円、臨時職員の賃

金等として１８８万５,０００円、普通旅費と

して６万４,０００円、消耗品費として２万５,

０００円、空き家対策管理用地図システムの

電算機器保守委託料として８万７,０００円、

臨時職員の健康診断委託料として８,０００

円、ゼンリン地図の複製に係る著作権等使用

料として１万１,０００円となっております。 

 ２点目の事務補助員の業務内容につきまし

ては、主に空き家に関する意向調査の整理、
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地図システムの入力作業、仮称ではあります

が、空き家対策協議会に関する事務、同じく

仮称ではありますが、空き家対策計画策定に

関する事務などを予定しております。 

 また、事務補助員につきましては、平成２

９年度からの継続雇用を予定しておりますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さん。 

○６番（戸澤義典君） 大きく３点について

再確認させていただきます。 

 まず、協議会設置の時期、それから、計画

策定の時期はいつごろなのかをお聞かせくだ

さい。２点目は、意向調査の要領はどのよう

にやるのか。３点目は、旅費の目的は何かに

ついてお聞きします。 

○議長（大原 昇君） 政策主幹。 

○政策主幹（小室秀隆君） １点目の空き家

対策協議会に関する時期及び計画策定に関す

る時期でございますが、現在、協議会の設置

については夏ごろを予定しております。また、

計画策定につきましては、協議会の進捗状況

を踏まえながら同時に進めていきますので、

できるだけ早く年度中にはと思っていますが、

この辺は未定でございます。 

 意向調査の関係でございますが、今回の３

月定例会の一般質問で答弁させていただいた

ところですが、アンケート調査、意向調査を

実施する予定です。その整理を行うというこ

とで、これにつきましては、順次、戻ってき

たアンケートの回収状況によって進めてまい

りたいと考えております。 

 また、旅費でございますが、空き家に対す

る連絡協議会がありますので、そういった職

員の会議に出て勉強していきたいと考えてお

ります。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １１番橋本博之さん。 

○１１番（橋本博之君） ８７ページ、総務

費、総務管理費、企画費、ちょうど中段にな

りますが、行政評価支援システム改修業務委

託料の１９７万７，０００円の目的と委託内

容について、説明をお願いしたいということ

です。 

○議長（大原 昇君） 政策主幹。 

○政策主幹（小室秀隆君） ただいまの行政

評価支援システムの改修業務委託料の内容に

つきましては、主に五つの項目を予定してお

ります。 

 一つ目は、評価項目見直しでございます。

内容といたしましては、総合計画の実施計画

策定時、事後評価策定時に入力すべき評価項

目の見直しに合わせて、入力画面及び評価シ

ートレイアウトの修正を行うこととなってお

ります。 

 二つ目は、事中評価、総合計画実施計画の

処理統合といたしまして、内容ですが、事中

評価及び実施計画について、同一画面上で一

度の入力で行えるように修正を、もう一つは、

事中評価及び実施計画処理を統合することに

より、影響が発生する業務について修正を行

うこととなっております。 

 三つ目は、保守業務項目の追加で、内容と

いたしましては、現行のシステム上で処理で

きないデータ処理項目を処理可能とするため

の項目を追加するものでございます。 

 四つ目は、予算見積書改修でございまして、

内容といたしましては、評価結果を予算見積

書に追加出力を行うものでございます。 

 五つ目は、出力自動化ということで、内容

といたしましては、現行エクセルで管理して

いる実施計画書について、出力を自動化しよ

うとするものでございます。 

 なお、変更後は帳票の案ですが、変更前と

変更後の帳票を別紙資料として添付しており

ますので、ごらんいただきたいと思います。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １１番橋本博之さん。 

○１１番（橋本博之君） もともとこのシス

テムの著作権というのは美幌の役所にあるの

でしょうか。 

 そこはいいのですが、この行政評価は、も

ともと大変難しい内容だと思いますし、この

評価に対しての支援をするシステムをコンピ

ューター化しようということですが、今回は
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バージョンアップということだろうと思いま

す。その中で、今回、バージョンアップをし

たとしても、完成というのが今回追いつくの

でしょうか。これで最終的に完成という形に

なるのでしょうか。この辺をお聞きしたいと

思っています。 

○議長（大原 昇君） 政策主幹。 

○政策主幹（小室秀隆君） これは、平成２

７年度から本格実施しておりますが、いろい

ろと課題が見つかるということも事実でござ

います。その中で、いろいろと課題を整理し

た中で、今回の帳票をつくっていきたいと考

えております。職員の部分でも、やっぱり使

いづらいということがあったということも含

めて、まず、この評価シートに変えていきた

いというものでございます。 

 よりわかりやすく、効果的に進めていくた

めに、今回、改修を行いたいというものでご

ざいますので、今後も課題は出てくるかもし

れませんが、今後も、なるべくこれに沿った

形で進めていきたいと考えております。 

○議長（大原 昇君） １１番橋本博之さん。 

○１１番（橋本博之君） 少しでもバージョ

ンアップして、完成に近い形にしていただき

たいと思います。また、他町村からもまねさ

れるようなシステムにしていただきたいと思

っております。 

 以上です。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さん。 

○４番（上杉晃央君） 同じ８７ページのシ

ステム改修業務委託料について、今回直すの

は、委託している会社にパッケージがあって、

その基本パッケージに手直しを加えたものな

のか、それとも、現在あるものをかなり大胆

に変えているのか。 

 私が最初に見たときに、平成２７年度に導

入したものの使い勝手がよくないと思ってい

たので、今回、手直しをすることは、それは

それで必要性があっていいと思うのですけれ

ども、今回は、完全に美幌バージョンに合わ

せて直しているのか、それとも、ここの会社

の既存のパッケージの中でこれに類するよう

なものがあって、そこに手を加えているのか

どうかということと、あわせて、１９ページ

の新しい資料を見ると、市町村によって人件

費が入っているシステムとそうでないものが

結構ありますので、今回は、全てそれぞれの

事業ごとに人件費を計上するようなもので理

解していいのかということです。 

 それから、今回、評価のところで指標が三

つしかないのですが、前のものは基本事業を

構成する事務事業評価ということで結構たく

さん書けましたね。その辺を三つに絞った理

由についてお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 政策主幹。 

○政策主幹（小室秀隆君） ただいまの１点

目の関係でございますが、パッケージがあっ

てということですが、ある程度のパッケージ

があって、それを美幌バージョンに改修する

ものでございます。 

 ２点目の人件費の関係ですが、新しい帳票

の真ん中の下ぐらいに人件費がありますけれ

ども、これをすぐにここに反映できるかどう

かは今後の課題として捉えております。先ほ

ども橋本議員の質問に答弁させていただきま

したが、これを完成バージョンとしたいとい

う思いがあってここに載せております。これ

を、即反映できるかどうかというのは難しい

のかもしれませんが、最終的にはここの人件

費も合わせた事業費として掲載していきたい

というふうに考えております。 

 三つ目の指標が三つしかないということで

すが、表を見てもらってもわかるように、前

回は、基本事業というものがあって、各事務

事業を評価して指標などがあったということ

です。今回は、事務事業の評価に方向性を変

えておりますので、ここの指標については三

つ程度でいいかなという考えのもと、３点に

絞っております。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さん。 

○４番（上杉晃央君） この１７ページのと

ころの３の現行のシステム上で処理できない

データ処理項目というのは、新旧を比べてみ
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てもよくわからないのですが、具体的にどこ

の部分を指しているのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 政策主幹。 

○政策主幹（小室秀隆君） これはシステム

上の話ですが、例えば、平成２７年度までは

移住促進事業は商工観光グループで持ってい

ました。平成２８年度以降は所管がえを行っ

て、まちづくりグループにしております。そ

ういったシステムをうちのほうで簡単に処理

できなくて、システム上、あちこちに飛んで

いて、集約できていない形がありました。そ

ういったことで、頻繁に発生するケースがほ

かにもあるということでございますので、そ

の辺をシステム改修して、私どものほうで処

理できる形にしたいというものです。 

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さん。 

○３番（新鞍峯雄君） ８７ページの企画費

で、北海道暮らしフェア出展負担金の１５万

円の内容について、御説明をお願いたします。 

○議長（大原 昇君） 政策主幹。 

○政策主幹（小室秀隆君） 御質問の北海道

暮らしフェア出展負担金の１５万円について

でございますが、北海道暮らしフェアという

のは、北海道移住促進協議会が実施している

イベントで、移住や二地域居住、あるいは、

ちょっと暮らしなどを考えている方たちを対

象とした移住等の相談会であります。各自治

体等の担当者がその自治体での暮らしや生活

環境、住居などについて直接お話をしたり、

相談に応じるイベントとなっております。 

 毎年、東京、大阪、名古屋の会場で実施さ

れますが、本町は、移住を真剣に考えている

と思われる来場者の年齢が比較的低い東京会

場に出展する予定となっており、一つの会場

の出展料が１５万円ということで、東京会場

分の１５万円を計上させていただいていると

ころでございます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さん。 

○３番（新鞍峯雄君） 何点かお伺いします。 

 東京会場というのは、どこで開催するので

しょうか。 

 また、出展する時期とフェアは何日くらい

催されるのか、これには美幌町から担当者が

派遣されると思いますが、何名くらいなので

しょうか。 

 あとは、これまでにどの程度の相談があっ

たのかという点をお伺いします。 

○議長（大原 昇君） 政策主幹。 

○政策主幹（小室秀隆君） ただいまの御質

問でございますが、まず、東京会場の場所は、

平成２８年度と２９年度は私どもまちづくり

グループから行っていますけれども、東京都

台東区浅草にある東京都立産業貿易センター

台東館というところで実施されております。 

 なお、平成３０年度におきましては、より

来場しやすい場所ということで、東京都千代

田区有楽町の東京交通会館を予定していると

ころでございます。 

 また、実施時期につきましては、東京会場

におきましては、例年、１１月上旬から中旬

にかけて行われているところでございます。 

 イベントの期間につきましては、１日のみ

ということでございます。 

 また、何名くらいが相談に来られたかとい

うことでございますが、我々美幌町のブース

には、平成２８年度に１５組２６名、平成２

９年度は１６組２１名でございます。なお、

総体の来場者数は、平成２８年度、２９年度

ともに１,１５０名となっております。 

 それから、派遣の人数は、私ども職員が２

人行っております。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さん。 

○３番（新鞍峯雄君） 同じく８７ページの

企画費で、北海道田舎活性化協議会負担金５

万円の内容についてお伺いします。 

○議長（大原 昇君） 政策主幹。 

○政策主幹（小室秀隆君） 御質問の北海道

田舎活性化協議会負担金５万円についてでご

ざいますが、北海道田舎活性化協議会とは、

北海道の田舎活性化を目指し、大都市住民と

の共創を基本に、北海道を活用していただき、

持続可能な田舎の活性化を構築しようとの理
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念のもと、広い分野において、田舎の元気モ

デルを実践的に進めることを目的とした協議

会であり、この協議会の年間の負担金が５万

円ということでございます。 

 また、協議会の構成メンバーにつきまして

は、美幌町、厚真町、浦河町、上川町、鹿部

町、新得町、松前町、喜茂別町、厚沢部町、

利尻町の１０町と企業会員４団体となってお

り、本町は平成２９年度から入会したところ

でございますが、主な活動は、会員による情

報交換やラジオ、メルマガ等での情報発信事

業となっているところでございます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さん。 

○３番（新鞍峯雄君） 昨年に初めて入会さ

れたということでありますけれども、この１

年間で会員による情報交換がどの程度された

のか、お伺いいたします。 

○議長（大原 昇君） 政策主幹。 

○政策主幹（小室秀隆君） 本町はこの協議

会の幹事になっておりますので、幹事会に参

加させていただいておりますが、残念ながら、

全ての幹事会には行けておりません。総体的

には７回から８回程度の幹事会が行われてお

りまして、そのうち、美幌町は半分程度に行

かせていただいているところでございます。 

○議長（大原 昇君） １番髙橋秀明さん。 

○１番（髙橋秀明君） ８９ページ、生活バ

ス路線運行維持費補助金２,７８１万５,００

０円についてですけれども、この補助金の算

定内訳と今後の補助金増額の見通しをお聞か

せください。 

○議長（大原 昇君） まちづくり主幹。 

○まちづくり主幹（田中三智雄君） 補助金

の算定内訳でありますけれども、補助金には

３種類ありまして、一つ目は、複数市町村に

またがる幹線路線ということで、地域間幹線

系統があります。こちらは、経常費用から経

常収益を差し引きました欠損部分が補助対象

となりまして、国が２分の１、道が２分の１

という補助です。補助上限につきましては、

経常費用の２０分の９以内となっております。 

 これに対しまして、町の補助は、経常収支

率が５５％、２０分の１１になりますけれど

も、これに達しない場合ということで、国、

道の補助金の対象外となった経常費用につき

まして、町が補助するというものであります。 

 二つ目は、地域間幹線系統を補完する町内

路線ということで、地域内フィーダー系統と

いうものがございます。こちらにつきまして

は、経常費用から経常収益を差し引きました

欠損部分が補助対象となりまして、国が２分

の１という補助です。 

 こちらにつきましては、平成３０年度であ

りますけれども、補助上限が４４３万５,００

０円ということで、町の補助につきましては、

経常費用から経常収益、そして、国庫補助金

を差し引きました欠損部分ということになり

ます。 

 三つ目は、町単独補助路線ということで、

こちらは経常費用から経常収益を差し引きま

した欠損部分が町の補助となります。 

 今後の補助金の見通しですが、乗り合いバ

スの利用者の減少による赤字の拡大や国庫補

助金の削減により町の負担も増加することが

懸念されますけれども、現在、バス事業者に

おいて、収入増に向けた生産性向上の取り組

みをしておりまして、町としても連携して対

応していくこととしております。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １番髙橋秀明さん。 

○１番（髙橋秀明君） わかりました。 

 その中で、乗り合いタクシーの明示があり

ますけれども、乗り合いタクシーは利便性、

小回り性が大変いいと思います。今後、これ

らの乗り合いタクシーの利便性のよさの開発

を考えられるのか、その辺を１点だけお聞き

します。 

○議長（大原 昇君） まちづくり主幹。 

○まちづくり主幹（田中三智雄君） 今お話

のありました乗り合いタクシーですけれども、

今のところ、利用者のお話を聞く機会がなか

なかなかったので、今後、どういう形になる

かわかりませんが、利用者のお話を聞きまし
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て、利用しやすい方向性を考えていきたいと

思っております。 

○議長（大原 昇君） １３番古舘繁夫さん。 

○１３番（古舘繁夫君） 今、髙橋議員から

ありました生活バス路線のことについてお尋

ねいたします。 

 買い物難民と言われる方々を何とか少なく

したいという思いで、国、道、そしてまた、

町が単独で補助している状況ですけれども、

御案内のとおり、利用者数がなかなか伸びて

いません。主幹からも、今後についても懸念

されることが幾つかあるという発言がありま

した。 

 例えば、バス会社と意見交換をする中で、

中型バスに数人しか乗っていないという大変

残念な状況が多々あります。乗り合いタクシ

ーの話もありましたけれども、車を更新する

ときに、本当にああいう大きいものがいいの

か。 

 これから、町の中心地から郊外に住まれて、

こういう交通機関を利用しなければならない

という方が潜在的に何人かいらっしゃいます

が、そういう人たちでバスがびっしりになる

ということはなかなか考えづらいところがあ

りますけれども、そういう考え方をお持ちな

のかどうか。 

 それから、国からの補助金とおっしゃいま

したが、こういう状況をさっぱり改善できな

いということについての国の見方も厳しくな

ってくる気がするのです。ですから、受け身

ではなくて、行政として、買い物難民の方々、

バスを使う方々に対する救済について、バス

会社といろいろ協議をすることも大事だと思

うのですけれども、そういうことについての

考えがあれば伺いたいです。 

○議長（大原 昇君） まちづくり主幹。 

○まちづくり主幹（田中三智雄君） まず１

点目のバスの関係で、小型、中型というお話

です。それにつきましても、当然、バス事業

者に委託していますので、利用者が少ない中

ではどういう形のバスがいいのか、小型でも

いいのではないか、中型でもいいのではない

かという話をしていければいいとは思ってい

ます。 

 ただ、事業者のほうでは、美幌だけのバス

というわけではないですし、全体の事業とし

てやっておりますので、美幌だけで中型バス

や小型バスを導入するという話にはならない

かもしれませんので、その辺は、バス事業者

とお話をしながら、いい方向に進めていけれ

ばと思っております。 

 ２点目につきましては、国のほうも補助金

を出していただいているのですけれども、実

際に減額方向に進んでいます。去年も、国の

補助金ということで、地域間幹線系で上限４

５％というものがありましたが、それが４０％

に引き下げられるというお話もありました。

結局は撤回になったのですけれども、国も財

政上なかなか厳しい部分がありまして、補助

金の削減が予想されますので、その辺も含め

て、今後、バス事業者や国への要望も含めて、

何とか地域の生活路線を確保していく形で進

めていきたいと考えております。 

○議長（大原 昇君） １１番橋本博之さん。 

○１１番（橋本博之君） ９１ページの総務

費、総務管理費、住民活動推進事業、地域集

会施設整備補助金４４３万円の内容と充当率

についてお聞きします。 

○議長（大原 昇君） まちづくり主幹。 

○まちづくり主幹（田中三智雄君） まず、

内容ですけれども、自治会が独自で所有しま

す集会室の新築、増改築、修繕に対する補助

でありまして、今回、４自治会から申し出が

ありました。 

 内容につきましては、豊幌旭自治会が集会

室の屋根等の塗装、断熱工事、外壁サイディ

ングの張りかえ等で２１９万５,０００円、昭

野自治会が畳改修工事ということで１６万

２,０００円、高野自治会が屋根塗装工事とい

うことで２５万３,０００円、美富中央自治会

が屋根改修工事で８２万円、その他というこ

とで、災害等、急を要する場合の修繕の予備

ということで１００万円、合計で４４３万円

となっております。 
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 補助内容につきましては、補助対象経費の

２分の１以内ということで５００万円を上限

としております。増改築、修繕に当たりまし

ては、最低１０万円以上をもって補助対象経

費としております。 

 以上、よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） １１番橋本博之さん。 

○１１番（橋本博之君） 内容が大体わかり

ました。 

 この事業はいつからやっていたのかという

ことと、２分の１の根拠はどういう内容なの

か、お知らせいただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） まちづくり主幹。 

○まちづくり主幹（田中三智雄君） 手持ち

の資料がなくて、いつからだったかはわかり

ません。 

 ２分の１につきましては、当然、全額とい

うわけにはいきませんので、明確な積算の根

拠はありませんが、全体の事業費のうち、町

として補助できるものが２分の１という形で

処理させていただいております。 

○議長（大原 昇君） １１番橋本博之さん。 

○１１番（橋本博之君） 答えになっている

のか、なっていないのかわからないような内

容でしたが、２分の１というのは根拠として

本当に正しいのかという気がするのです。そ

れぞれの地区の皆さんがお金を持ち合って建

てた集会室です。町の中にはそういう集会室

がないのに、それに対して２分の１の補助率

が妥当かどうかについては、今後、問題ある

のではないかと思っております。 

 以上で終わります。 

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さん。 

○３番（新鞍峯雄君） 同じところの質問で

ございますけれども、１点だけ伺います。 

 今回修繕する４自治会、豊幌旭、昭野、高

野、美富中央の会館は築何年くらいたってい

るのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） まちづくり主幹。 

○まちづくり主幹（田中三智雄君） まず、

豊幌旭につきましては、建物は昭和６３年ご

ろの建築であります。昭野自治会の昭野地区

構造改善センターにつきましては、平成３年

ごろの建築となっています。高野自治会の高

野地区構造改善センターにつきましては、平

成元年ごろの建築であります。美富中央自治

会の美富中央会館につきましては、昭和６２

年ごろの建築となっております。 

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さん。 

○９番（坂田美栄子君） ９１ページの総務

費、総務管理費、住民活動推進事業の中の手

作り出店実行委員会負担金１８０万円につい

て、出店者減による予算増となったが、出店

者増につなげる新たな取り組みについてとい

うことと、出店者に係る経費の内容について

説明を願います。 

○議長（大原 昇君） まちづくり主幹。 

○まちづくり主幹（田中三智雄君） まず、

新たな取り組みの関係でありますけれども、

今後、手作り出店実行委員会のほうで検討し

ていくことにしております。 

 出店費用の経費の内容ですけれども、道路

占用許可申請料、道路使用許可申請料、水道

料、電気設備敷設使用料の合計で、１店当た

り、食品店につきましては１万９,２００円、

その他につきましては１万８,１００円の出店

料をいただいております。 

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さん。 

○９番（坂田美栄子君） 資料によりますと、

１テント当たり１万９,２００円ということで

す。去年から見ますと、２テントの出店料と

すると、平成３０年度は３,５００円増額にな

ると思います。 

 その増額分というのは、今回、出店数が少

なくなったのを出店者に求めるのかというこ

とが１点と、新たな取り組みについては、実

行委員会の中で話し合いをしながら取り組ん

でいきたいということになっておりますけれ

ども、町民の間では、飲食店の関係が多くて、

子供たちが楽しめるお祭りの場になっていな

いのではないかという意見もかなり多く出さ

れていますので、出店者増につなげるための

方法としてはいろいろと考えていかなければ

ならないのではないかと思います。 
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 出店する人たちも、例えば、利益を上げら

れるお店と、子供たちのためにということで、

自費で出店しているお店もあると思います。

そういう中で、平成３０年度は１万９,２００

円を出資しながら店を出すというのは大変な

状況ではないかと思います。 

 そこら辺で、例えば、ボランティア感覚で

出店するお店についてはもう少し考えていく

余地があるのではないかと思うのですが、そ

こら辺のことについて、説明できるところが

あったら説明していただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） まちづくり主幹。 

○まちづくり主幹（田中三智雄君） 特に出

店者に増額を求めるようなことは考えており

ません。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 二つ目のボラン

ティア感覚の出店等でございますけれども、

美幌のふるさと祭りについては、暴力団を排

除するということで１回目からここまで継続

されてきております。 

 そこで、先ほど御指摘がありましたとおり、

子供たちが楽しめる店は当初から見ると相当

減ってきている感じは持っております。その

分、実行委員会としては、こども広場という

形で子供の遊び場も確保しています。ただ、

お店に限って言えば、子供たちが楽しめるお

店は少なく、飲食店が多くなってきているの

だろうと思っております。 

 そうはいっても、町民がそれぞれ協力し合

いながら出店して秋まつりを盛り上げていき

ましょうという形でスタートして、暴力団の

資金源を全部断ち切りましょうということか

らスタートしたお祭りでございますので、で

きれば、皆さんにそういった趣旨を理解いた

だきながら出店をいただく、そして、大きく

無理のない形での出店をいただけるように進

めていければと考えておりますが、いかんせ

ん、３日間の祭りの中で経費もかかることだ

と思いますので、それらを含めてどういう形

で、今後、ふるさと祭りを進めていくかとい

うことについては、実行委員会の中でも協議

をしなければいけないと考えておりますけれ

ども、大きな変更はなかなか難しいと考えて

おります。 

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さん。 

○９番（坂田美栄子君） お祭りを盛り上げ

るため、当然、町民の人たちが考えながら出

店してきている状況にあると思いますけれど

も、この数年、毎年、出店するお店が５軒、

６軒、７軒と減ってきている状況は間違いな

いと思います。 

 あわせて、出店する側に求めるものがあり

まして、例えば、住民票なり、健康保険証な

り、美幌に住んでいなければ雇用証明書とい

うように、いろいろな書類というか、条件が

だんだん厳しくなってきているということも

一つの要因かと考えられます。 

 そういう意味では、出店するのもなかなか

厳しい状況だと思っておりますので、そこら

辺の規制をもう少し緩和していただいて、私

たちももちろんそうですが、お祭りを盛り上

げるために、ボランティア感覚で出店する人

たちもいると思いますが、条件が厳しくなる

と、出店がだんだん大変になってくると思い

ますので、そこら辺のことをしっかり取り組

んでいただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） それぞれ出店さ

れる方は、３日間で人を探すのが大変だろう

と思っていますし、町外の方からお手伝いい

ただいている方もいるとお聞きしております。

そういう方については、いろいろな形で書類

をいただくことになっております。これは、

先ほども申し上げましたとおり、暴力団を完

全に排除する目的でスタートしたお祭りでご

ざいまして、その流れをくんで、その目的に

沿った形での運用を図ってきているところで

ございますので、御理解いただきたいと思い

ます。出店者をどこまで信用するか、また、

もう少し出しやすい形での模様がえをどうで

きるかについては、実行委員会の中で検討さ

せていただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さん。 
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○６番（戸澤義典君） 同じ項目になります。 

 出店数減少のための増額理由を、金額で御

説明願います。 

○議長（大原 昇君） まちづくり主幹。 

○まちづくり主幹（田中三智雄君） 増額の

理由でありますけれども、まず、平成３０年

度の実行委員会の予算でいきますと、支出は

３８６万１,０００円と積算しております。こ

れに対しまして収入は、出店者数が３４件、

テント７５張りという見込みでありますけれ

ども、出店者負担金が１２９万６,９００円、

また、実行委員会の収入ということで、実行

委員会でふわふわとか迷路などをやっており

まして、そちらの収入等になりますけれども、

それが７５万９４３円、そして、前年度繰越

金が１万３,１５７円です。これに対しまして、

２９年度の町の負担金が１５０万円になりま

したので、合計しますと３５６万１,０００円

となりまして、３０万円が不足する形になり

ました。 

 これに対しまして、過去３年間におきまし

ては、繰越金がありましたので、それによっ

て不足分を賄ってきたのですけれども、今回

は、繰越金も一万三千何がしということにな

っておりますので、その分につきまして、町

のほうに３０万円の新たな負担をお願いした

いというものであります。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さん。 

○６番（戸澤義典君） 収入についてはよく

わかりましたが、支出の３８６万１,０００円

の根拠がわかりませんので、適正支出なのか

どうかがこの数字からは理解できません。こ

れは、過去の平均ベースなのか、当然、決算

報告書をいただいていると思うのですけども、

それを平均して出した金額なのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） まちづくり主幹。 

○まちづくり主幹（田中三智雄君） ３８６

万１,０００円につきましては、それぞれの事

業経費等の積み上げでありまして、平均ベー

スではありません。 

 中身につきまして説明しますと、事務費で

４万円、それから、事業費の中身としては、

イベント費１１２万４,０５７円、出店費、印

刷広告費、看板製作費、保険料、人夫費、運

搬料、借り上げ料等があります。 

 それらを合計しますと３８６万１,０００円

ということで、先ほど言ったとおり、前年度

からのものではなくて、積み上げたもので計

算されております。 

○議長（大原 昇君） 暫時休憩します。 

 再開は１４時１０分といたします。 

午後 ２時０１分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 ２時１０分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 平成３０年度美幌町一般会計予算について

の質疑を引き続き行います。 

 １番髙橋秀明さん。 

○１番（髙橋秀明君） ９１ページの旧東町

集会室解体除却・敷地整備工事の５４７万６,

０００円ですが、解体費の算出基準及び解体

費の同等施設での平均単価をお知らせいただ

きたいと思います。 

○議長（大原 昇君） まちづくり主幹。 

○まちづくり主幹（田中三智雄君） まず、

解体費の算出基準につきましては、北海道建

設部営繕工事積算基準及び北海道建設部営

繕工事共通費積算基準に基づいて算出してお

ります。 

 同等施設における解体除却費用の道内平均

価格についてでありますが、特に統計をとっ

たものがありませんので、その辺は不明とな

っております。 

 参考といたしまして、平成２９年度に施工

しました東町職員住宅・貸付住宅解体除却工

事につきましては、消費税込みで１平方メー

トル当たり２万９,７４４円となっておりま

す。 

○議長（大原 昇君） １番髙橋秀明さん。 

○１番（髙橋秀明君） 今回の東町集会室の

解体費と敷地整備費を分けて金額を教えてく

ださい。 

○議長（大原 昇君） まちづくり主幹。 
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○まちづくり主幹（田中三智雄君） 解体除

却費用につきましては３４１万３,０００円、

敷地整備につきましては２０６万３,０００円

となっております。 

○議長（大原 昇君） １番髙橋秀明さん。 

○１番（髙橋秀明君） これは、直接、東町

集会室の話ではないと思いますけれども、解

体費について伺います。解体費は結構高額で

すね。住宅でいったら、今の計算では１軒当

たり２００万円とか３００万円ぐらいになる

のかと思います。分別という意味では、そう

いうルールになっていると思うのですけども、

解体費用を下げるような町独自の工夫をして

はどうかと思います。分別を乱雑にせよとい

う意味ではなくて、もっと工夫して下げられ

ないのかという思いで今聞いています。 

○議長（大原 昇君） 契約財産主幹。 

○契約財産主幹（大場正規君） ただいまの

工事費が安くならないかという点でございま

すが、先ほど答弁にもございましたように、

積算基準につきましては、北海道建設部で制

定しております営繕工事の積算基準等に基づ

いて算出してございますので、それを町のほ

うで下げるということはできかねます。あく

までも、積算基準にのっとり積算するという

ことが基本となっておりますので、御理解を

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さん。 

○４番（上杉晃央君） ９１ページの住民活

動推進費の集会室維持管理委託料２７４万

１,０００円の中で、今回の説明で、拡充する

除雪や草刈り作業の費用負担をするというこ

とでしたが、その内容、対象集会室は幾つか、

お答えください。 

○議長（大原 昇君） まちづくり主幹。 

○まちづくり主幹（田中三智雄君） 増額の

内訳でありますけれども、草刈りということ

で、春、夏それぞれ１回を想定しまして２回

ということで、１回が２,５００円であります

ので５,０００円、除雪の１２月、３月の各１

回、１月、２月が各２回ということで、合計

６回を想定しまして、単価５,０００円という

ことで３万円、合計３万５,０００円という増

額を考えております。 

 対象施設につきましては、町内の町所有の

集会室になりますけれども、２１施設のうち、

市街地の１１施設ということで考えておりま

す。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さん。 

○４番（上杉晃央君） 次に、同じ住民活動

推進費の庁用備品で１５５万６,０００円を

計上しておりますが、集会室ごとの備品購入

内訳について御説明いただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） まちづくり主幹。 

○まちづくり主幹（田中三智雄君） 集会室

ごとの備品の内訳でありますけれども、まず

一つ目は、行事用ということで、これは集会

室用ではないのですが、通常のイベント等で

貸し出しをしております行事用テーブルとい

うことで、１０台の３５万１，０００円です。

また、今回改築いたします東町集会室備品と

いうことで、会議用テーブルが１６台で３９

万７,４４０円、会議用椅子３２脚で２７万

６,４８０円、そして、南集会室、ＦＦストー

ブになりますけれども、１台ということで１

９万４,２９２円、古梅総合センター、こちら

もＦＦストーブでありますけれども、１台で

１９万５,１５６円、駒生ふれあいセンター、

こちらもＦＦストーブでありますけれども、

１台で１４万１,３９３円となっております。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さん。 

○４番（上杉晃央君） 次に、９３ページの

諸費の中の消耗品費４６６万４,０００円、機

械器具７１０万１,０００円を計上してござい

ます。 

 避難所別の備品消耗品の内訳、それから、

新年度分の購入内容についてお知らせいただ

きたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 総務主幹。 

○総務主幹（小室保男君） お答えいたしま

す。 

 町では、災害発生時における避難所の開設、

運営に必要な物品を整備するため、平成２５

年１０月に災害時備蓄計画を策定し、これま
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で、年次的に備蓄品の整備を進めてきている

ところでございます。 

 平成３０年度につきましては、本年９月に

改築オープン予定の町民会館に備蓄する防災

物資といたしまして、毛布３００枚、灯油ス

トーブ１５台などを購入いたします。 

 また、福祉避難所となるアメニティ美幌に

も、３０名の収容を想定いたしまして、簡易

ベッド３０個、歩行器１１台などを整備する

考えでございます。 

 なお、購入予定の内訳、避難所別の備蓄品

整備状況につきましては、資料をごらんいた

だきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さん。 

○４番（上杉晃央君） 町も、災害備蓄の関

係の計画を立てて整備していっておりますけ

れども、機械器具の毎年の定期的な点検とい

いますか、購入して終わりということではな

く、災害時に常に正常な状態で使えるかどう

かが大事になってきますが、器具、機械の定

期点検が備蓄してある場所ごとにどのように

なされているのか、その辺をお答えいただき

たいと思います。 

○議長（大原 昇君） 総務主幹。 

○総務主幹（小室保男君） 議員御指摘のと

おり、いざ使うときに使用できないというこ

とでは機能を発揮できません。ついては、防

災担当の職員が各避難所で備蓄をしておりま

す発電機やジェットヒーターについては、定

期的に試運転を行って動作確認をしていると

ころでございます。 

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さん。 

○５番（稲垣淳一君） 同じ項目であります

が、想定として、この備品内容でどれぐらい

の日数、避難所として機能できるのですか。

また、１月、２月の厳寒期のときに、これで

十分間に合うということでこれだけの装備を

上げているのか、２点お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 総務主幹。 

○総務主幹（小室保男君） 御指摘のとおり、

避難所の備蓄については、恐らく終わりがな

いのだろうと思います。現在の備蓄計画につ

きましては、東日本大震災が平成２３年３月

にございましたが、そちらを契機といたしま

して、２５年に策定し、現在に至っておりま

す。 

 最低限の避難所の開設あるいは運用できる

状況を確保したいということで、これまで年

次計画に沿って進めてきておりますが、現在、

町内の屋内の避難所につきましては、全体の

収容可能人数については、全ての避難所が開

設したときには７,５００人ほど収容できるこ

とになっております。 

 こちらについては、例えば震度６強の地震

が発生した際、耐震補強されていない家屋が

約３割程度あるのではないかと想定しており

まして、それらが倒壊したときの避難者は約

６,０００人程度と想定しておりますので、数

字的には収容可能と考えておりますが、日数

についてはなかなか難しいところがございま

す。大規模な震災が発生すれば、当然、広域

的な対応が必要になりますし、他の地域から

も応援をいただかなければならないというこ

とになりますけども、その辺については、今

後、防災の担当あるいは関係機関・団体と協

議の上で体制を整えていきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さん。 

○９番（坂田美栄子君） ９３ページの総務

費、総務管理費、諸費のところで、防災対策

事業の中の全国瞬時警報システムの受信機設

置委託料の内容について説明をお願いいたし

ます。 

○議長（大原 昇君） 総務主幹。 

○総務主幹（小室保男君） 御答弁申し上げ

ます。 

 平成２２年度に導入いたしました現行の受

信機につきましては、これまでの機能拡張に

よりまして、処理すべき情報量が増加してい

る状況にございます。受信機の負荷が増大し

ているということでございますので、処理時

間の遅延が懸念されているということであり

ます。既に処理できる能力の限界に達してい

ること、弾道ミサイル発射、あるいは、多発

する自然災害など、J アラートの配信情報が
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増加していること、さらには、整備から７年

を経過し更新の時期に来ているということで、

平成３０年度におきまして、新たな受信機を

設置しようとするものでございます。 

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さん。 

○９番（坂田美栄子君） 説明についてはわ

かりました。 

 ただ、平成３１年度に機械を更新すること

によって、美幌町全地域、例えば、農村地域

とか離れた地域でもこういう情報をきちんと

キャッチできる装置なのか、その点について

説明ができるものがあればお願いします。 

○議長（大原 昇君） 総務主幹。 

○総務主幹（小室保男君） Ｊアラートにつ

きましては、先ほどもちょっと触れましたが、

国において、弾道ミサイルの情報や緊急地震

速報など、対処に時間的な余裕のない緊急事

態に関する情報を、衛星回線を通じて全国各

地に暮らす全ての国民に瞬時に伝達するとい

うシステムでございます。 

 携帯会社を通じまして強制的にメール配信

されますので、携帯電話をお持ちの皆様につ

きましてはそういった情報が届くわけであり

ますが、それ以外につきましては、町が J ア

ラートで受信した際、防災行政無線などによ

って広く住民の皆様にお伝えすることになっ

ております。 

 ただ、町の課題でありますけれども、よく

津波が発生するような沿岸地域には同報系の

無線ということで、屋外スピーカーが設置さ

れているかと思いますが、美幌町内におきま

しては、そういった装置がございません。い

わゆる移動系の防災無線でありますので、防

災無線で全ての町民の皆様に情報をお伝えす

るということはできません。 

 このため、町では、登録制のメールのあん

しんねっとびほろを導入しておりますが、こ

ちらを通じて、Ｊアラートで受信した情報を

伝達したいと考えておりますが、現在、あん

しんねっとびほろの登録者は１,８００件程度

でありますので、さまざまな機会を通じてあ

んしんねっとに登録いただいて、少しでも安

全、安心なまちづくりに努めてまいりたいと

考えております。 

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さん。 

○９番（坂田美栄子君） 説明を聞いて、よ

くわかりました。 

 ただ、気になっているところは、瞬時です

から、例えば、作業中に携帯を持っていなか

ったり、あらゆる状況が想定されると思って

います。そういうときに、全ての町民に情報

ができるだけ伝わる方法を考えていかなけれ

ばならないと思い、今回、質問させていただ

きました。その点についても十分検討してい

ただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 総務主幹。 

○総務主幹（小室保男君） 議員の御心配は

私もよくわかります。 

 昨年９月に弾道ミサイルの発射があったと

いうことで、今、議員が御指摘したとおり、

緊急事態情報がなかなか全町的に広がらない

ということで、次善の策にはなりますけれど

も、緊急事態情報ということで、通常では鳴

らないようなタイプのサイレンを吹鳴するこ

とによりまして、何か不測の事態が起きてい

るということをいち早く町民の皆様にお伝え

するということで、現在、サイレンの吹鳴は

できる状況にはありますが、まだまだすべき

ことが残っていると思いますので、引き続き

努力を重ねていきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さん。 

○４番（上杉晃央君） ９３ページの諸費の

防災ＷＥＢマップ作製委託料９９万４,０００

円ですが、マップ情報の内容について御説明

いただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 総務主幹。 

○総務主幹（小室保男君） 御答弁申し上げ

ます。 

 防災ＷＥＢマップの作成につきましては、

紙ベースで作成し、配布しておりますハザー

ドマップをウェブ化しまして、ゼンリン地図

データに表示しようとするものであります。 

 そのデータには、町内の危険箇所、水害の

浸水想定、あるいは土砂災害の危険区域をス
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マートフォン、パソコンで容易に検索が可能

な環境になるというものでございます。 

 情報収集の多重化ということを国も推奨し

ておりますけれども、こういった取り組みを

進めることによりまして、災害リスクの低減、

ＧＰＳ機能による現在地からのルート検索も

可能になると考えているところであります。 

 こちらの情報につきましては、避難所の住

所、連絡先、ＡＥＤが配備されているかなど、

避難所の基本情報を地図上に搭載したいと考

えております。 

 また、ウェブマップということで、防災情

報に比較的関心が低いとされる若い方、ある

いは、土地勘のない方が町内にいらっしゃる

場合も、災害情報が入手可能になると考えて

おりますので、こういった取り組みを通じて、

一人でも多くの命、暮らしをしっかり守って

いきたいと考えているところであります。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さん。 

○４番（上杉晃央君） 中身がわかりました。

非常に重要な取り組みで、紙ベースからデー

タにしてスマホやパソコンで検索できるとい

うことですので、いち早く情報伝達できる手

法が取り込まれるのはいいことだと思います。 

 ところで、これは、いつぐらいに完成して、

どんな方法で周知するのか。それは、広報く

らいしか方法がないと思いますけれども、で

きるだけ多くの方に周知するような手段とし

て、何か考えていることがあればお知らせく

ださい。 

○議長（大原 昇君） 総務主幹。 

○総務主幹（小室保男君） まずは、本議会

におきまして予算を認めていただければ、す

ぐに作業を進めてまいりたいと思いますが、

いかんせん、現在、道内でやっているところ

が少なくて、道内で新年度に向けて動いてい

るのは、私の認識では美幌を含めて三つの自

治体だと思います。 

 ほかには、阪神・淡路大震災で被災されて

いるということで、大阪近辺の自治体が幾つ

かやっているようですけれども、そういった

ところの事例を今後もしっかり研究して、で

きる限り早い段階に実施できるよう努めてま

いりたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さん。 

○６番（戸澤義典君） 予算書の９３ページ

になります。 

 総務管理費、諸費のうち、一日防災学校に

係る経費７万１,０００円を計上しております

が、積算根拠と事業の概要についてお聞かせ

ください。 

○議長（大原 昇君） 総務主幹。 

○総務主幹（小室保男君） 一日防災学校に

ついて御答弁申し上げます。 

 防災教育の取り組みといたしまして、授業

に防災の要素を取り入れ、児童生徒が学校生

活の中で防災について考える一日を設けたい

と考えております。 

 この事業につきましては、北海道の要請を

受けまして、町内の旭小学校をモデル校とい

たしまして、平成３０年度において実施する

ものであります。 

 事業の詳細でありますが、今後、旭小学校、

教育委員会を初め、北海道と協議を進めてい

くことになりますが、避難訓練のほか、段ボ

ールベッドによる避難所の生活体験、あるい

は防災食の試食などを予定しており、そのた

めの必要な経費、消耗品につきまして、予算

計上させていただいております。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さん。 

○６番（戸澤義典君） よくわかりました。 

 食材費として８０食分ということで、旭小

学校の全校生徒は体験できないのかというこ

とと、今後、道の実践モデルにならなかった

としても、美幌小学校、東陽小学校でもぜひ

実践していただきたいと思うのですが、今後、

そういうような考えがあるのか、お聞かせく

ださい。 

○議長（大原 昇君） 総務主幹。 

○総務主幹（小室保男君） 現状においても、

各学校で防災教育の取り組みが進んでいると

認識しております。 

 そうした中で、今回、北海道からお話をい

ただいて、旭小学校で実施するということで
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ありますけれども、防災担当といたしまして

も、非常に重要で、当然やっていくべき事業

であろうと考えております。 

 つきましては、平成３０年度の取り組みを

しっかり検証した中で、平成３１年度以降、

教育委員会、各学校と協議の上、できる限り

継続して実施をしていきたいと考えておりま

す。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さん。 

○６番（戸澤義典君） 次の項目に移ります。 

 予算書の９５ページです。 

 防災士研修講座負担金６万,１０００円に

ついて、平成２９年度の実績と平成３０年度

の予定参加者数について御説明ください。 

○議長（大原 昇君） 総務主幹。 

○総務主幹（小室保男君） 御質問の防災士

研修講座負担金についてでございます。 

 防災士につきましては、災害からの被害を

最小限にとどめる地域防災力の担い手となっ

てございます。阪神・淡路大震災を契機に、

平成１５年に制度化されまして、現在、全国

の防災士の認証者数は１３万人を超えている

ということであります。 

 本町におきましては、平成２５年度以降、

毎年度、１名ないし２名の職員が防災士の資

格を取得してきております。平成２９年度に

つきましては、職員１名が資格を取得してお

りますが、平成３０年度につきましても、１

名の資格取得を見込んで、９名になる予定で

ございます。 

 なお、防災士の役割といいますか、職員と

してのかかわりでありますが、例えば、防災

にかかわる図上訓練、避難所の開設訓練を初

め、災害対応の各種マニュアルの作成、見直

しなどの際に、防災士の皆さんにも参画をい

ただいて、いろいろと御意見をいただいてい

るということでございますので、引き続き、

町の防災力を高めるための役割を担っていた

だきたいと思っております。 

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さん。 

○３番（新鞍峯雄君） ９５ページでござい

ます。 

 総務管理費、諸費の防災対策事業の２,０５

６万２,０００円の中で、防災訓練実施計画の

平成３０年度の予定についてお伺いします。 

○議長（大原 昇君） 総務主幹。 

○総務主幹（小室保男君） ただいま御質問

いただきました防災訓練の実施計画について

御説明させていただきます。 

 本町では、地域防災計画を策定し、防災体

制の確立に努めてきているところであります。 

 毎年度、さまざまな訓練を計画し、実施を

しているところでございますが、平成３０年

度につきましては、職員の初動体制を整備す

るための災害対処訓練、住民の避難行動を確

立するための防災避難訓練、自治会連合会が

主催する自主防災訓練など、平成２９年度と

同様の訓練を実施するほか、新たな取り組み

といたしまして、先ほども御答弁申し上げま

したが、旭小学校において一日防災学校の開

催を予定しているところであります。 

 訓練を積み重ねていくことが安全と安心に

つながると認識してございますので、引き続

き訓練の継続実施に努めてまいりたいと思い

ます。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はありま

せんか。 

 ４番上杉晃央さん。 

○４番（上杉晃央君） ８５ページの整理番

号１３番で説明のあった部分について、ふる

さと納税の返礼品の考え方が出されておりま

すが、この中で２点確認したいと思います。 

 特徴的な事業、重点化事業を選定したＰＲ

ということで、私も以前に一般質問等をさせ

ていただきましたが、平成３０年度に向けて

重点化の事業をされているのだと思いますが、

具体的に町は何を重点事業として選定して皆

さんに御協力をいただくのか、その内容が具

体化していたらお知らせいただきたいと思い

ます。 

 それから、リピーターの確保対策として、

アンケート調査も評価したいと思います。こ

れは非常に大事なことだと思います。 

 そこで、アンケート調査を、これから寄附
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いただく方に対してやる考え方なのか、それ

とも、平成２９年度中に、減ったとはいえ、

かなりの方が寄附していただいておりますの

で、その方たちをリピーターとして確保する

ためにやる考えか。私は、これからいただく

人にアンケートをとっていくよりは、既にい

ただいた方たちの意向がどうなのかというこ

とをニーズ調査することで、新年度でさらに

寄附に協力いただける方がふえることになる

のではないかと考えておりますが、町として

の現状の考え方を御説明いただきたいと思い

ます。 

○議長（大原 昇君） 政策主幹。 

○政策主幹（小室秀隆君） ただいまの御質

問でございますが、まず、平成２９年中にい

ただいた寄附金につきましては、平成３０年

度予算に充当する予定となっておりまして、

これにつきましては、独自性の高いものを抜

粋しておりまして、４月早々にホームページ

等で公表したいと考えているところでござい

ます。 

 ただ、御質問のありました重点化事業の選

定でございますが、今回提案している平成３

０年度予算の中で職員間で検討させていただ

きました。しかしながら、ふるさと寄附金の

大きな賛同を得られる、いわゆる目玉となる

事業として該当するものが見当たらないとい

うことでございます。今後、総合計画、実施

計画等で来年度以降の事業も参考にしなが

ら、平成３０年度中には特出しできて、賛同

を得られるような重点化事業を決定していき

たいと考えておりますので、御理解をお願い

したいと思います。 

 また、リピーター確保対策のアンケート調

査の関係でございますが、議員がおっしゃら

れたとおり、平成２９年度以前の人たちも大

切だというのはわかりますが、今の段階では、

返礼品の中にアンケート調査を入れて、回答

していただく形で考えているところでござい

ます。 

 ただ、まだまだ決まってはおりませんので、

議員の意見も参考にしながら、どのような形

でリピーターにつながるのか、検討してまい

りたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さん。 

○４番（上杉晃央君） 目玉となるようなも

の、何を重点化するかということが現状では

まだ決まっていないということですが、平成

３０年度中といったら来年の３月までという

話なので、新年度予算では２,５００万円の寄

附金を計上していますから、平成２９年度の

決算見込みよりはさらに落ちる形だと思いま

す。 

 これは、できるだけスピード感を持って、

美幌町の個性をしっかり打ち出す中で、町と

しては、こんなことに皆さんの力を貸してい

ただきたいというストーリーを行政の内部で

早く組み立てた中で、ホームページ上にアッ

プして、それを見て、これなら美幌町を応援

してやろうかという動機づけになるようなこ

とを、できるだけスピード感を持ってやって

いただきたいと思います。 

 アンケート調査についても、単独でやるの

ではなくて、新しい返礼品の中でということ

ですから、そういう中のリピーター確保とい

うことで、しっかり声を聞いた中で反映させ

ていくという町の取り組みに期待したいと思

います。 

 終わります。 

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さん。 

○２番（大江道男君） 予算書９１ページの

集会室維持管理委託料についてです。 

 説明のように、草刈り及び除雪で１施設当

たり３万５,０００円ふえるということについ

ては、当然、評価をしたいと思います。 

 これまでも、経費の実績に比べて委託料が

少ないという点で、町内会から苦情等も出て

いるのですが、今回の措置でどの程度埋まる

のでしょうか。まだまだ見通しが暗いですか。 

 農村地域の１０施設はちょっとよくわから

ないということで、市街地の１１施設につい

ては３万５,０００円ふえるので、比較は可能

だと思うのですが、農村地域も含めて見れば
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どうなるのか。 

 集会室を中心にして地域のコミュニティー

が形成されているけれども、お荷物になって

いるという状況が一定のところで見られるの

で、これは大変だなと思っております。実態

は、所管では押さえておられるので、今回の

措置によってどの程度実態が改善されると想

定されているかだけ、とりあえずお聞きした

いと思います。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 今回、町内の１

１施設の施設管理者にお集まりいただいて、

町としてはこういう方向で考えていますが、

いかがでしょうかという話もさせていただい

た中で、それぞれの施設を管理されている方

に御理解はいただいているところでございま

す。 

 ただ、この金額をもって全てが解決できる

わけではなく、自治会集会室の維持管理が負

担になっているという話も十分聞いておりま

すので、そういったことも含めてどういった

経費が不足しているのか、施設の管理者の方

にも確認しながら、そこについての支援がで

きるのか、引き続き検討していきたいと考え

ております。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、１項、総務

管理費を終わります。 

 次に、２項、徴税費、９４ページから９７

ページまでの質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めます。 

 これで、２項、徴税費を終わります。 

 次に、４項、選挙費、９８ページから１０

１ページまでの質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めます。 

 これで、４項、選挙費を終わります。 

 次に、５項、統計調査費のうち、１目統計

調査費、１００ページから１０１ページまで

の質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めます。 

 これで、５項、統計調査費のうち、１目、

統計調査費を終わります。 

 次に、６項、監査委員費、１００ページか

ら１０３ページまでの質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めます。 

 これで、６項、監査委員費を終わります。 

 準備のため、暫時休憩します。 

 再開は１４時５０分といたします。 

午後 ２時４６分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 ２時５０分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 次に、２款、総務費のうち、３項、戸籍住

民基本台帳費、９６ページから９９ページま

での質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めます。 

 これで、３項、戸籍住民基本台帳費を終わ

ります。 

 次に、３款、民生費、１項、社会福祉費、

１０４ページから１１５ページまでの質疑を

許します。 

 １番髙橋秀明さん。 

○１番（髙橋秀明君） 予算書１０５ページ、

ピポロアイヌ文化協会補助金３万５,０００円

ですが、補助金の内容について教えていただ

きたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（遠藤 明君） 補助金の内容に

つきまして御説明いたします。 

 アイヌ民族の尊厳と地位の確立を図るとと

もに、アイヌ文化の伝承、保存及び普及啓発

を行っておりますピポロアイヌ文化協会に対

しまして、事務費、旅費、研修費などに係る

活動経費の一部を補助するものでございます。 

○議長（大原 昇君） １番髙橋秀明さん。 

○１番（髙橋秀明君） この補助金というよ
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り、アイヌ文化協会に対する補助金等の今ま

での経過を、わかる範囲で結構ですので、教

えていただきたいと思います。 

○福祉主幹（遠藤 明君） 申しわけござい

ません。手持ちの資料を持ち合わせておりま

せんので、後ほど回答させていただきたいと

思います。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（高崎利明君） ピポロアイヌ文

化協会補助金につきましては、ピポロアイヌ

文化協会の設立が平成２６年７月ですので、

平成２６年から今のピポロアイヌ文化協会に

対して補助金を支出している状況でございま

す。（「金額は」と発言する者あり） 

 金額については、平成２６年度の数字は持

っておりませんけれども、２８年度は３万５,

０００円と同じ金額でございますし、２９年

度、３０年度の新年度予算についても３万５,

０００円と額は変わっておりません。 

○議長（大原 昇君） １番髙橋秀明さん。 

○１番（髙橋秀明君） ３万５,０００円とい

う金額は、文化協会からの要請で決まったの

でしょうか。 

 なぜこんなことを聞くのかといいますと、

今、国でも、先住民族として決議して認めて、

これから文化も民族も、日本の先住民族とし

て大事にしていこうという中で、自治体単位

でも、そういう要請があれば、アイヌの方が

活動をしたときに美幌町としてもいろいろな

補助金を出していく意向なのか、それを確か

めるために質問しております。その辺を確認

したいと思います。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（高崎利明君） 補助金の額につ

きましては、協会のほうと新年度の事業の内

容等につきまして打ち合わせをさせていただ

きまして、予算を計上している状況にありま

す。 

 基本的には、私どもの補助金の交付要綱に

おきましては、対象事業費の全額を補助する

考えでありますが、行う事業内容で、新しく

起きる事業がありませんので、現段階では、

事業費に対しまして会費で賄っている不足分

を補助している状況にありますので、御理解

いただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さん。 

○３番（新鞍峯雄君） １０５ページの社会

福祉総務費の社会福祉協議会補助金２,４１

５万５,０００円の内容について御説明をお願

いいたします。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（遠藤 明君） 補助金の内容で

ございます。 

 社会福祉協議会につきましては、美幌町の

地域福祉を担う重要な組織でございます。在

宅福祉サービス事業や赤い羽根共同募金、歳

末たすけあい運動、心配ごと相談及びボラン

ティアセンターの運営など、多岐にわたる事

業を実施していただいております。 

 また、町からの委託事業として、常設老人

クラブの運営、高齢者配食サービスの実施、

成年後見支援センター運営を行うなど、重要

な機関として活動されており、必要な人件費

及び事業費を補助するものでございます。 

 なお、人件費は、全職員６名分の２,３９４

万５，０００円、事業費は心配ごと相談の経

費として２１万円となっております。 

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さん。 

○３番（新鞍峯雄君） よく理解いたしまし

た。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はありま

せんか。 

 ８番岡本美代子さん。 

○８番（岡本美代子君） １０７ページの民

生費、社会福祉費、高齢者福祉費の中で、介

護従事者資格取得支援事業補助金２１０万円

についてです。これは、田子高齢者生活活動

支援基金を使っての事業だと考えますが、対

象者はどのように考えているのか、お知らせ

ください。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（遠藤 明君） 対象者の件でご

ざいますが、美幌町介護従事者資格取得支援

事業補助金につきましては、町内に居住する
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方または町内に居住予定の方で、町内の介護

サービス事業所、障がい福祉サービス事業所

または医療機関に勤務し、今後も継続して勤

務する方または今後勤務することが決定して

いる方を対象としており、介護職員初任者研

修及び介護実務者研修に係る受講料及び教材

費の経費に対する補助金となってございます。 

 なお、補助金の上限は、介護職員初任者研

修が８万円、介護実務者研修は１３万円とな

ってございます。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さん。 

○８番（岡本美代子君） 介護従事者は、町

内に資格を持った方がたくさんいると思うの

です。ただ、資格を持っていても、何らかの

理由で働いていない方がいます。私の周りに

も、資格を持ってはいるけれども、仕事をし

ていないという方が多いのです。これは、せ

っかくの基金を使ってのお金です。答弁の中

にもありますけれども、町内の事業所に継続

して勤務できる方、そして、今後勤務するこ

とが決定している方と書いてありますから一

安心ですが、ぜひ、介護にずっと携わってい

くためのよい資金になるようにしていただき

たいと思いますけれども、その辺のところは

どうでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（遠藤 明君） お話のとおり、

田子さんの基金を使わせていただいて取り組

む事業でございますので、今後も、より皆様

のニーズに沿った形で進めていきたいと考え

ております。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さん。 

○８番（岡本美代子君） 初任者研修とあり

ますけれども、今勤めている方がさらにスキ

ルアップするということも対象になるのでし

ょうか。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（遠藤 明君） こちらの事業に

つきましては、基本的には、介護人材不足を

解消するという観点でございますので、スキ

ルアップという意味では、既に初任者研修を

終えている方が実務者研修を受けるというこ

とは考えられます。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さん。 

○４番（上杉晃央君） 同じ予算について御

質問いたします。 

 介護従事者の人材確保ということで町がこ

ういう形で新たに助成することは評価したい

と思います。 

 そこで、介護施設の関係職員の皆さんから、

今回の資格取得以外の部分で、人材確保のた

めに支援してほしいという声が出されていた

のか、町として今後検討するような項目があ

ればお知らせいただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（遠藤 明君） お答え申し上げ

ます。 

 これ以外の要望は、まだ私のほうには聞き

及んでおりませんけれども、事業推進を図る

中で効果を検証いたしまして、事業所等から

の意見を聴取しながら、必要があれば資格取

得以外の項目も検討したいと考えております。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さん。 

○８番（岡本美代子君） １０７ページの民

生費、社会福祉費、高齢者福祉費の中で、美

幌町成年後見支援センター業務委託料１４５

万７,０００円について、平成２９年度実績と

今後の見込みをお知らせください。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（遠藤 明君） 平成２９年度の

実績につきましては、市民後見人フォローア

ップ講座、町民向け啓発講座、受任ケース対

応などに取り組んでおります。 

 今後におきましても、高齢者の増加に伴い、

認知症等により判断能力の低下する方が増加

すると考え、また、国では、その想定に対応

するため、平成２８年５月１３日付で成年後

見制度の利用の促進に関する法律を施行して

おり、さらなる成年後見制度の利用促進に対

する機運が高まっております。 

 引き続き、町民向けに成年後見制度の啓発

活動を行い、制度利用へつなげていくことが

重要となります。 

 今後におきましても、高齢者福祉担当、障
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がい福祉担当及び成年後見支援センターが申

し立てする方を全面的にバックアップするこ

とで、さらなる制度利用の促進につながるも

のと考えております。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さん。 

○８番（岡本美代子君） 成年後見制度がで

きまして、わかりづらいと思っているところ

に、地域で完全に自立ではなくて生活するた

めにこういう仕組みができたということで、

金額も普通の弁護士などに頼むよりは安くで

きるのではないかと思います。 

 私も、パンフレットをいろいろと見せてい

ただきましたけれども、いま一つ、入りにく

い部分があります。今、説明がありましたよ

うに、いかにそこへ持ってくるかというか、

広報したり、周りの方にもこういうことを理

解していただくということが必要だと思いま

すので、今後、わかりやすい形で広げていっ

て、自分で全てできない方も、少しでも長く

地域で暮らせるような形をとっていただけれ

ばと思います。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（遠藤 明君） 議員がおっしゃ

るとおり、わかりやすい方法では努力してい

ますけれども、引き続き皆様に制度が浸透さ

れるよう努力してまいりたいと考えておりま

す。 

○議長（大原 昇君） 暫時休憩します。 

 再開は１５時１５分といたします。 

午後 ３時０６分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 ３時１５分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 平成３０年度美幌町一般会計予算について

の質疑を引き続き行います。 

 ４番上杉晃央さん。 

○４番（上杉晃央君） １０９ページの高齢

者福祉費の愛のふれあい訪問事業委託料１６

万円の自治会別の利用者数及びたすけあいチ

ームなど代替策の検証についてお尋ねしたい

と思います。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（遠藤 明君） 自治会別利用者

数につきましては、資料に記載のとおりでご

ざいます。 

 愛のふれあい訪問事業は、在宅サービスを

受けていない方、緊急通報装置未設置の方な

どの安否確認を行う受け皿となっております。 

 独居高齢者がふえ続ける中、ほかの確認方

法としましては、自治会、民生児童委員、地

域見守り協定事業者などの協力はあります

が、地域によっては、頻回の協力体制が整わ

ない場合も懸念されております。 

 また、相談事例としまして、御家族が町外

にいる方で、御本人はふだんは元気で過ごさ

れていますが、万が一の際の安否確認に不安

があるとの御相談がございまして、週２回の

訪問を行う当該事業をお勧めしたところ、御

家族も安堵されたというケースもございます

ので、一つでも多くの目で見守ることは意義

があると考えております。 

 このため、現在、たすけあいチームなどの

代替策の検証は行っておりませんが、引き続

き利用促進を図るために、民生児童委員への

周知、広報掲載などによる制度周知に取り組

んでまいりたいと考えております。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さん。 

○４番（上杉晃央君） 実情はわかりました。

代替策というのは、自治会の中で、もちろん、

民生児童委員とかたすけあいチームとか、し

っかり受け皿のあるようなところは余りＰＲ

しなくてもそこできちんと対応できると思い

ます。ただ、そういう体制がなかなか整って

いないところで、こういう事業によって安否

の確認に結びつくことは私も否定しませんが、

もし積極的な周知をしていったとしたら、件

数はもっともっとふえていくのではないかと

思います。 

 町も、果たしてそういう形でやるのがいい

のか、今も協力していただいている地域の力

というところで、端的に言えば、わずか２０

人くらいの人が、なくなってやめたら出てこ

ない自治会もあります。そこはそこで受け皿
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がきちんとあって対応してくれているのだと

思いますので、この事業を積極的にどんどん

展開していくとなったら、毎年、対象者がふ

えてくるということに結びついていくと思い

ます。そうでなければ、地域の協力をいただ

きながら、できるだけ地域で見守るというこ

とで費用対効果を検証することも一つかと思

いますので、今後の検討をお願いしたいと思

います。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（高崎利明君） ただいま、いろ

いろな御指摘をいただきました。間違いなく、

単身高齢者世帯、独居の世帯は今後ふえてい

く見込みがありますので、たすけあいチーム、

自治会、また、民生児童委員の見守りもあり

ますけれども、やはり手が回らないところも

ありますので、今後、いろいろな部分につき

まして研究してまいりたいと考えております。

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さん。 

○８番（岡本美代子君） １０９ページ、民

生費、社会福祉費、高齢者福祉費の中の在宅

福祉事業の機械器具２５２万６,０００円に

ついてです。 

 これは、緊急通報電話機３５台分とのこと

ですけれども、町内の台数と通報実績などに

ついてお知らせください。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（遠藤 明君） 町内の設置台数

と通報実績等でございます。 

 平成３０年３月１４日現在の設置台数につ

きましては２３４台となっており、美幌消防

署への通報実績は、平成３０年２月末で総数

５６４件であり、うち５２件が救急出動とな

っております。 

 通報実績の内訳でございます。 

 救急出動５２件のうち、非常ボタンによる

通報は４６件、煙センサーが４件、また、２

４時間動きがない場合に通報が行くリズムセ

ンサーが２件となっております。また、役場

対応というのは高齢者福祉担当の職員になり

ますが、それが１件です。残りは、誤って通

報ボタンを押してしまった誤報が５１１件と

なっております。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さん。 

○８番（岡本美代子君） 高齢独居または高

齢弱者の御夫婦が地域で暮らしていくために

は、すごくいいシステムだと思っています。

ただ、実績の中の誤報が５１１件というのは

非常に多いと思っています。どうやって誤報

が起きるのか、把握していますか。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（遠藤 明君） 主なものでござ

いますが、ＮＴＴの回線を使いますので、電

話機の横に本体がありまして、これを誤って

押してしまうというのが主なものであると確

認しております。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さん。 

○８番（岡本美代子君） 間違えて押してし

まうということであれば、例えば２回押して

初めて通報になるとか、何か考えなければい

けないと思います。難しい動作は大変かもし

れませんけれども、カバーをつけるとか、も

っといい方法がないのかと思います。これは、

いいシステムだと思っています。１人で暮ら

していて、ぐあいが悪くなったとき電話番号

をというよりはいい方法だと思いますので、

誤報が少しでも少なくなるような方法または

電話機であればと思います。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（遠藤 明君） 誤報がないのが

一番でございますが、消防署にも以前に確認

をとっておりまして、誤報があっても全然問

題ないということでした。しかも、緊急の場

合ですから、１回で通じるというのが一番い

いことです。誤報につきましては、消防署と

しては大変ですけれども、その辺は苦になら

ないことを導入当時から確認しておりますの

で、御理解いただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ７番早瀨仁志さん。 

○７番（早瀨仁志君） 同じ質問ですけれど

も、これを設置したときに個人の負担が生じ

るのかということと、例えば、ＮＴＴ回線を

使っているということなので、それについて
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の利用料がかかるのか、お伺いしたいと思い

ます。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（遠藤 明君） 設置に際しまし

ては、所得に応じまして金額が段階的に分か

れておりますので、いただく場合がございま

す。 

 それから、ＮＴＴ回線を使っていますので、

ボタンを押すと自動的に１１９番を認識して

消防のほうに通報が行きますので、料金が発

生するということになります。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さん。 

○６番（戸澤義典君） 予算書の１０９ペー

ジになります。地域福祉活動補助金９０万円

の中で、たすけあいチーム助成の積算根拠に

ついて御説明ください。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（遠藤 明君） 積算根拠でござ

いますが、社会福祉協議会では、小地域ネッ

トワーク推進事業として、町内のたすけあい

チームの活動に対して補助しております。町

は、その経費の２分の１を負担している形で

ございます。 

 なお、助成内容としましては、たすけあい

チームが取り組む除雪活動、地域のきずなを

深める会合、地域見守り活動などとなってお

ります。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さん。 

○６番（戸澤義典君） 同じく１０９ページ

の高齢者生きがい対策事業、老人クラブ行事

費負担金３３８万９，０００円、老人クラブ

連合会補助金５７万２,０００円、この積算根

拠について御説明ください。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（遠藤 明君） まず、一つ目の

老人クラブ行事費負担金の積算根拠でござい

ますが、記載の３項目となっておりまして、

一つ目は会員数が５０名以上のクラブ８万７,

８４０円、会員数が５０名未満のクラブは５

万４,０００円。 

 二つ目としましては人数割りとなりまして、

４５０円に対しまして満６０歳以上の会員数

を掛けた金額となります。 

 三つ目は、施設管理料としまして１万２,０

００円です。こちらは、町で管理している施

設、例えば、老人憩いの家やコミュニティセ

ンターなどを利用している老人クラブは除く

ことになります。 

 続きまして、老人クラブ連合会補助金の算

定方法でございます。 

 各種行事に要する経費の一部を補助してご

ざいます。対象経費につきましては、会議費、

事務費、健康づくり事業費、友愛活動事業費、

学習活動事業費、生きがい活動事業費、旅費、

負担金であり、予算の範囲内で補助をしてお

ります。 

○議長（大原 昇君） ７番早瀨仁志さん。 

○７番（早瀨仁志君） １０９ページの高齢

者福祉費、短期宿泊利用サービス委託料３０

７万２,０００円の内容についてお知らせくだ

さい。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（遠藤 明君） 内容でございま

す。 

 介護者が諸般の事情、例えば冠婚葬祭や体

調不良、休養などにより介護を行えない場合、

その必要性に応じて介護老人福祉施設、美幌

は特養になりますが、こちらの短期入所生活

介護（ショートステイ）を利用することがで

きます。 

 また、施設の本入所待ちのために短期入所

生活介護を利用する方が連続して３０日間を

超える場合、介護保険の制度上、３１日目は

１０割の自己負担が生じてしまいます。この

ため、制度上の利用を超える部分について町

が一部負担することによりまして、利用者の

負担軽減が図られ、継続して短期入所生活介

護を利用でき、本入所まで継続して施設で過

ごすことが可能となってございます。 

 なお、新年度予算は延べ３３６名分を計上

しております。 

○議長（大原 昇君） ７番早瀨仁志さん。 

○７番（早瀨仁志君） 延べ３３６名分を計

算すると、ほぼ１人１万円の負担を町がする
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ということでよろしいのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（遠藤 明君） こちらの制度は、

要介護度によりまして負担が変わりますので、

一概にはそうなりません。 

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さん。 

○３番（新鞍峯雄君） １０９ページの高齢

者福祉費の独居老人等除雪委託料５７万９,

０００円の内容について御説明をお願いいた

します。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（遠藤 明君） 内容について御

説明申し上げます。 

 除雪の労力確保が困難な在宅の高齢者世帯

等に対しまして、除雪サービスを行い、日常

生活の維持と事故防止を図り、高齢者等の福

祉の向上に資することを目的とする事業でご

ざいます。 

 対象世帯につきましては、おおむね６５歳

以上の独居または夫婦の高齢者世帯及び重度

身体障がい者のいる世帯で、かつ、生活保護

法の規定による被保護世帯及び前年度の町民

税非課税の世帯で、たすけあいチームのない

地域などが対象となっております。 

 なお、共同住宅入居者及び縁者が近くに住

まれている場合も除かせていただいておりま

す。 

 除雪の範囲につきましては、日常生活の維

持と安全を維持する上で最低限必要と認めら

れる、玄関から道路までの通路約１メートル

幅ということで、大雪になった場合に除雪を

行うものでございます。 

 平成２９年度につきましては、現在１４世

帯が登録されております。 

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さん。 

○３番（新鞍峯雄君） 内容はよく理解でき

ましたけれども、昨年、平成２９年度は１４

世帯で予算が８６万２,０００円で、新年度は

５７万９,０００円と２８万円ほど減少してお

りますが、その理由についてお伺いします。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（遠藤 明君） こちらの事業に

つきましては、大雪が降った際に町が一斉除

雪をする回数に合わせて計上しております。

昨年度は当初予算で９回でしたが、３０年度

につきましては７回の一斉除雪ということで、

この分を計上しております。 

 また、単価が若干安くなっております。手

作業と機械作業がありますけれども、平成２

９年度と３０年度を比べると若干安くなって

いるので、金額が落ちているということにな

ります。 

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さん。 

○３番（新鞍峯雄君） 高齢化社会で独居老

人は年々ふえている中で予算が減ったという

ことですが、新年度は何世帯の予定ですか。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（遠藤 明君） 平成３０年度に

おきましては、１７世帯を計上しております。 

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さん。 

○１０番（吉住博幸君） １１５ページ、民

生費、児童福祉費、児童福祉総務費の中の保

育所等整備補助金８,８８４万６,０００円の

ことでありますが、適用範囲の考え方につい

てお知らせ願いたいと存じます。 

○議長（大原 昇君） 児童支援主幹。 

○児童支援主幹（多田敏明君） 保育所等の

施設整備につきましては、国の保育所等整備

交付金交付要綱に基づきまして、原則、補助

基準額の国が２分の１、市町村が４分の１、

事業者が４分の１の負担割合となっておりま

す。 

 この制度の適用がなされる保育所等につき

ましては、国や道、市町村が設置するものを

除く保育所や認定こども園の保育を実施する

部分などであり、対象となる施設整備の内容

としましては、新設や増築、改築などとなっ

ております。 

 今回の補助金につきましては、美幌藤幼稚

園の園舎改築に伴うもので、改築後は、現在

の幼稚園型認定こども園から幼保連携型認定

こども園へ類型を移行するため、改築後の保

育部分に対する国と町の負担分の補助金とな

っております。 
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 また、幼稚園部分につきましては、認定こ

ども園施設整備交付金を利用する内容となっ

ており、いずれも国の交付金制度に沿った事

業となっております。 

○議長（大原 昇君） １３番古舘繁夫さん。 

○１３番（古舘繁夫君） １１５ページの民

生費、児童福祉総務費、認定こども園の施設

の整備補助金１億７,２１５万６,０００円と

いうことですが、この制度について、また、

どんなことになっているのかということにつ

いての御説明をお願いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 児童支援主幹。 

○児童支援主幹（多田敏明君） 認定こども

園の施設整備につきましては、国の認定こど

も園施設整備交付金交付要綱に基づき、原則、

補助基準額の国が２分の１、市町村が４分の

１、事業者が４分の１の負担割合となってお

ります。 

 この事業の対象となりますのは、学校法人

または社会福祉法人が設置する認定こども園

などであり、対象となる施設整備の内容とし

ましては、新設や増築、改築などとなってお

ります。 

 今回の補助金につきましては、美幌藤幼稚

園の園舎改築に伴うもので、改築後は、現在

の幼稚園型認定こども園から幼保連携型認定

こども園へ類型を移行するため、改築後の教

育部分に対する国と町の負担分の補助金とな

っております。 

 また、保育部分につきましては、保育所等

整備交付金を利用する内容であり、いずれも

国の交付金制度に沿った事業となっておりま

す。 

 園舎の建設場所でありますけれども、現在

の園舎南側の園庭に２階建ての園舎を建設し

まして、その後、旧園舎を取り壊して園庭に

する予定となっております。 

○議長（大原 昇君） １３古舘繁夫さん。 

○１３番（古舘繁夫君） 大変大きな民間の

事業で、国の交付制度に沿った事業という説

明がありましたけれども、もうちょっと詳し

く説明を受けたいです。 

 例えば、一億七千数百万円というのは、ほ

とんどが国から交付されるものなのか、この

金額に対する財源についてお伺いします。 

○議長（大原 昇君） 児童支援主幹。 

○児童支援主幹（多田敏明君） 認定こども

園の施設整備補助金につきましては、先ほど

お話ししましたとおり、原則、国が２分の１、

市町村が４分の１、事業者が４分の１の負担

となっております。 

 ただし、国の補助基準額というものがあり

まして、最終的には基準どおりの額にはなら

ないということもあります。今回の補助金に

つきましても、総事業費としては約５億円ぐ

らいでありまして、そのうち、国が１億７,４

００万円ほど、町が８,７００万円、事業者の

藤幼稚園が２億４,１００万円ほどとなってお

ります。（「よくわからない。１億７,０００

万円の町が補助するお金の財源はどれだけの

割合で交付されるのだという話。わかりやす

く」と発言する者あり） 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（高崎利明君） まず、１億７,２

１５万６,０００円の内訳でございますけれど

も、国から町に入る補助金が１億１,４７７万

１,０００円、町が支出する分が５,７３８万

５,０００円ということで、合計で１億７,２

１５万６,０００円を幼稚園分として支出する

ものでございます。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さん。 

○４番（上杉晃央君） １１５ページの児童

福祉総務費の一時預かり事業委託料９５０万

円の積算内容及び３年間の利用実績について

御説明いただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 児童支援主幹。 

○児童支援主幹（多田敏明君） 一時預かり

事業委託料についてでありますけれども、別

添資料の平成３０年度一時預かり事業委託料

の資料をごらんいただきたいと思います。 

 まず、積算内容ですが、一時預かり事業に

つきましては、預かりの区分に応じて単価設

定をしております。平日は４００円、長期休

業日、これは幼稚園の夏休みなどですけれど
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も、この場合は４時間以下の預かりでは４０

０円、４時間超過では８００円です。休日、

土曜日や日曜日の場合は８００円です。さら

に長時間加算としまして、今の３区分のそれ

ぞれの基本となる時間を超えた場合に、記載

のとおりの金額を加算するという単価区分と

しております。 

 なお、単価区分についてでありますけれど

も、この一時預かり事業は、国の一時預かり

事業実施要綱に基づきまして、国、道の補助

を受けながら実施するため、国の補助基準単

価と同じ単価としております。 

 この単価区分をもとに平成３０年度予算を

積算しており、資料の平成３０年度予算積算

書内訳に記載のとおり、単価区分に応じ、年

間利用人数を乗じて金額を算出しておりま

す。 

 年間利用人数につきましては、過去の実績

をもとにして見込んでおり、年間合計で１万

７,３５０人、委託料を合計して９５０万円と

しております。 

 次に、３年間の利用実績でありますけれど

も、資料に記載のとおりとなっております。 

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さん。 

○９番（坂田美栄子君） 児童福祉費、児童

福祉総務費の児童福祉事務、その中の一時預

かり事業委託料の９５０万円についてです。 

 ２園の一時預かり委託の説明がありました

が、対象者の内容について説明願います。 

○議長（大原 昇君） 児童支援主幹。 

○児童支援主幹（多田敏明君） 一時預かり

事業につきましては、国の一時預かり事業実

施要綱に基づき、幼稚園型の類型により実施

いたします。 

 事業実施の内容や施設の設備基準などにつ

いてですけれども、実施場所につきましては、

幼稚園または認定こども園で、対象となる児

童は、主に幼稚園などに在籍している満３歳

以上の幼児であり、預かりの区分につきまし

ては、平日、休日、長時間、長期休業日とし

ております。 

 次に、実施する施設の設備基準につきまし

ては、認可保育所と同様であり、３歳以上児

で保育室または遊戯室の面積が１人当たり

１.９８平米とされており、児童福祉施設の設

備及び運営に関する基準で定める保育所の基

準に準じております。 

 また、職員の配置基準につきましては、こ

ちらも認可保育所と同様で、３歳児では預か

る幼児２０人に１人、４歳児以上では３０人

に１人の専任職員が必要になりますけれども、

算出される人数が１人であっても２人以上の

配置が必要となっております。 

 なお、幼稚園などの職員から支援が受けら

れる場合、専任職員は１人で可となっており

ますけれども、職員のうち３分の１以上は保

育士または幼稚園教諭免許状所有者となって

おります。 

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さん。 

○９番（坂田美栄子君） 一時預かり委託事

業についての説明はわかりました。ただ、一

時預かり事業を利用できるのは幼稚園に通っ

ている子供限定です。私が申し上げたかった

のは、幼稚園に通っていない子供、対象外の

子供たちの一時預かりについてはどういうふ

うに考えているのかということです。 

 幼稚園に通っている子供たちについては安

い料金で預かっていただけるけれども、一般

の人たちは、そういう安い料金では預かって

もらえないというのが現状かと思います。こ

れは国の制度にのっとってやることなので理

解をいたしますが、町独自の支援策もあって

しかるべきではないかと思いますけれども、

今後考えていく予定があるかどうか、お聞か

せいただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（高崎利明君） まず、今回行い

ます一時預かり事業は、現在、私学助成を受

けてそれぞれの幼稚園が行っている事業を、

子ども・子育て支援制度設立に伴いまして、

認定こども園のほうに移行できるということ

で、平成２７年度に創設された事業です。今

まで、各幼稚園がそれぞれ文部科学省の予算

を取ってやっていたものが町を経由して出す
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という形に振りかわったものであるというこ

とですので、御理解いただきたいと思います。 

 町の一時預かり事業につきましては、一般

質問でもありましたとおり、現在やっている

人数もどんどんふえてきておりますので、こ

ちらにつきましても、子供の数は減っていま

すけれども、一時預かりの要望は高くなって

きていると思っておりますので、どういう対

応をできるか、また検討してまいりたいと考

えております。よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 児童福祉費について、

ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めます。

これで、３款、民生費を終わります。 

 次に、第４款、衛生費、１項、保健衛生費、

１２４ページから１３３ページまでの質疑を

許します。 

 ３番新鞍峯雄さん。 

○３番（新鞍峯雄君） １２５ページの保健

衛生総務費の中の子ども医療費扶助３,８８

８万８,０００円の内容について御説明をお願

いいたします。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（遠藤 明君） 内容でございま

す。 

 子ども医療費扶助につきましては、平成３

０年８月１日施行の美幌町子ども医療費助成

に関する条例をもとに、子供の医療費の一部

を助成するものでございます。 

 なお、条例改正に伴いまして、下表にお示

ししましたが、小学生及び中学生の外来等を

助成対象枠に拡大いたしております。 

 平成３０年度予算は、未就学児を約８００

人、小学生を約８００人、中学生を約４００

人で積算しております。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さん。 

○８番（岡本美代子君） １２７ページの衛

生費、保健衛生費、予防費の乳幼児等予防接

種扶助７４万４,０００円について、里帰り出

産の予防接種ということですけれども、内容

についてお聞かせください。 

○議長（大原 昇君） 健康推進主幹。 

○健康推進主幹（武田孝司君） 回答いたし

ます。 

 これまで、長期里帰りのために町外で定期

予防接種を実施する方の接種費用負担につい

ては、母親の疾病や子供の入院等、やむを得

ない事情の方としておりましたけれども、長

期里帰りの方がふえていることから、経済的

負担の軽減と適切な時期に予防接種が受けら

れるよう、これらの方に、理由を問わず、助

成対象として拡大するものであります。 

 内訳につきましては、ヒブワクチンが１５

件で２回分、小児用肺炎球菌ワクチンを１５

件で２回分、４種混合ワクチンを１５件で１

回分として計上しております。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さん。 

○８番（岡本美代子君） 説明では、美幌か

らほかのまちへ出産をしに帰った人が乳幼児

の予防接種を受ける場合、帰った先でも受け

られるということだと思いますが、そのとき

に、向こうでお金を払って、こちらに戻って

申請をしてお金をいただくのか、その辺のと

ころはどうなっているのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 健康推進主幹。 

○健康推進主幹（武田孝司君） 議員がおっ

しゃるとおり、町外で受けた場合、そちらで

受けた領収書をお持ちになって窓口に申請し

ていただき、助成をするものであります。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さん。 

○８番（岡本美代子君） 里帰り出産という

のは、本当に長期にわたることが多いのです。

乳幼児の場合は、本当にこの期間にしか受け

られません。しかも、金額を見ても結構高い

ので、結構な負担になります。近く孫が生ま

れるという人から、すごく遠いけれども、一

度帰らなければならないという話を聞いてい

ましたので、非常にいい制度だと思っていま

す。広く皆さんにわかりやすく広報していた

だきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 健康推進主幹。 

○健康推進主幹（武田孝司君） この制度に

つきましては、ホームページ等で広く周知し
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たいと思います。 

○議長（大原 昇君） １２番中嶋すみ江さ

ん。 

○１２番（中嶋すみ江君） １２７ページの

保健衛生費、予防費の中の個別予防接種委託

料４,６３０万５,０００円について質問しま

す。 

 質問内容は、平成３０年度の対象者につい

て、６５歳からと、法定接種になってからの

過去の終了者数と、今年度予算で何％の方が

終了するのか、お伺いいたします。 

○議長（大原 昇君） 健康推進主幹。 

○健康推進主幹（武田孝司君） 高齢者肺炎

球菌ワクチンのことだと思いますが、ワクチ

ン予防接種につきましては、平成２６年１０

月より定期接種となりました。平成２９年度

までの接種数及び平成３０年度の接種見込み

数は、下記の表のとおりとなっております。

表中の平成２９年度につきましては、見込み

となっております。 

 なお、平成３０年度の終了時点で３７.７％

の終了を見込んでございます。 

 予防接種の経過措置特例として実施されて

きました６５歳から１００歳までの節目年齢

の方の接種につきましては、平成３０年度が

最終年度となるため、自己負担額を３,５００

円から２,０００円に引き下げ、接種率の向上

を図りたいと考えているところでございます。 

○議長（大原 昇君） １２番中嶋すみ江さ

ん。 

○１２番（中嶋すみ江君） 自己負担額３,５

００円というのは、今までは６５歳から１０

０歳までの節目の方でしたが、その節目の方

の負担額が２,０００円になるということでし

ょうか。 

○議長（大原 昇君） 健康推進主幹。 

○健康推進主幹（武田孝司君） 対象者につ

きましては、全て個別通知を行っておりまし

て、その通知を受けた方が今度は２,０００円

で受けられるということであります。 

○議長（大原 昇君） １２番中嶋すみ江さ

ん。 

○１２番（中嶋すみ江君） ２,０００円と料

金を低く設定してくれて本当にありがたいと

思います。 

 接種率については、平成３０年度の予定で

３７.７％ということです。ぜひ、今回予定さ

れている６２０名全員が接種していただける

ように、周知徹底をお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（大原 昇君） 健康推進主幹。 

○健康推進主幹（武田孝司君） 周知につき

ましては、個別に４月に周知するということ

と、当然、ホームページ等でも周知をさせて

いただきます。 

 それから、美幌町では平成２５年に任意接

種の助成を開始しまして、既に１,０００人以

上の方がその時点で受けておりますので、実

際に接種している方はもっと多いと思われま

すが、定期接種になってからの取り扱いの数

字としてはこのとおりになっているというこ

とでございます。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さん。 

○８番（岡本美代子君） １２９ページの衛

生費、保健衛生費、予防費の特定不妊治療費

補助金２２５万円の内容についてお知らせく

ださい。 

○議長（大原 昇君） 健康推進主幹。 

○健康推進主幹（武田孝司君） 本補助金に

つきましては、平成３０年度より新規に開始

を予定しているものでございますが、医療保

険適用外の特定不妊治療に要する費用を助成

することによって、不妊治療を受ける夫婦の

経済的負担の軽減と少子化対策の推進を図る

ことを目的とするものでございます。 

 補助内容は、北海道の事業である特定不妊

治療費助成事業を受けた方へ上乗せ補助をす

るものでございまして、対象者につきまして

は、道の特定不妊治療費助成事業を受けた方

で、次のいずれにも該当する方ということで、

町の補助金申請時に町内に住所を有する方、

ほかの市町村において同様の給付を受けてい

ない方、または受ける見込みのない方、３番

目に町税の未納がない方ということでござい
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ます。 

 参考までに、道の事業の対象者は、回答書

の１から４に書いてあるとおりでございます。 

 助成額につきましては、道の助成額を上回

る治療費について、１回１５万円を上限とし

て助成をするものでございます。 

 助成回数につきましても道事業と同等であ

りまして、初めて助成を受ける際の治療期間

の初日において妻の年齢が４０歳未満である

ときは最大６回まで、４０歳以上であるとき

は通算３回までということであります。 

 予定額につきましては１５件を見込んでお

りまして、１件当たり１５万円、合計２２５

万円となっております。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さん。 

○８番（岡本美代子君） 道の不妊治療費に

上乗せして助成をという質問をしたことがあ

りますし、今、不妊治療をして生まれる子供

が本当に多いということを、先日、医療関係

者から聞きまして、それに使うお金も普通で

４５万円から６０万円という金額です。４０

歳未満という年齢でありますけれども、やっ

ぱり早い時期に進めるのが効率もいいという

ことで、私は、大変うれしく思っております。 

 この助成は、治療を受けて、領収書を持っ

てきてからお金をいただくということなので

しょうか。 

○議長（大原 昇君） 健康推進主幹。 

○健康推進主幹（武田孝司君） 申請につき

ましては、道の助成事業を受けた方になりま

すので、道に発行していただく指令書をお持

ちですので、それをもって町に申請していた

だくという予定になっております。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さん。 

○８番（岡本美代子君） 指令書を持ってく

るということですが、助成されるお金も、公

金をむやみやたらと出すことはできないかも

しれませんけれども、大金を用意してからと

いうのは非常に大変なことです。使い勝手が

いいものにしていただきたいですし、せっか

くの制度ですので、広めていただきたいと思

います。 

 同時に、男性の不妊治療に対してはどうな

のでしょうか、最後にお聞きします。 

○議長（大原 昇君） 健康推進主幹。 

○健康推進主幹（武田孝司君） 男性の不妊

治療についても、当然、奥さんと一緒に不妊

治療をされると思いますので、その場合も該

当になるということでございます。 

――――――――――――――――――― 

◎会議時間延長の議決 

○議長（大原 昇君） お諮りします。 
 もはや４時近くなりましたが、あらかじめ

会議時間の延長をいたしたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。 
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めます。 
――――――――――――――――――― 

◎会議時間延長の宣告 

○議長（大原 昇君） したがって、あらか

じめ会議時間の延長をすることに決定しまし

た。 
――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 議案第２５号から 

      議案第５７号まで 

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さん。 

○２番（大江道男君） 予算書の１２９ペー

ジ、健康づくり事業にかかわってお聞きいた

します。 

 各種がん検診の受診状況について、平成２

９年度の見込みも含めてお示しをいただきた

いと思います。 

○議長（大原 昇君） 健康推進主幹。 

○健康推進主幹（武田孝司君） 各種がん検

診の受診状況につきましては、回答書の表の

とおりとなってございます。 

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さん。 

○２番（大江道男君） 数字的に、平成２９

年度の見込みとしては、急速に受診率が上が

っているという状況ではありません。 

 そこでお聞きしますが、がん検診の委託料

について、平成３０年度は２,１６５万６,０

００円、ピロリ菌検査は８０万１,０００円で

す。そして、平成２９年度の当初予算では、
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がん検診は２,１９１万８,０００円、ピロリ

菌検査は７９万７,０００円、平成２８年度当

初予算では２,１５７万９,０００円で、ピロ

リ菌検査が９６万３,０００円ということで、

言ってみれば予算額はほとんど変化していな

いのです。 

 そこで、一般質問でも申し上げたのですが、

美幌町のがん検診等の受診率は決して高くな

いという状況のもとで、どうやって平成３０

年度の受診率を高めようとされているのか。 

 予算的には変化がないですね。 

 私もピロリ菌検査を受けて除去しておりま

すが、１回除去してしまうと、その分、対象

者は少なくなっていくので、これは減ってい

くものですけれども、その他のものについて

は、定期的に検査をしないと効果がないとい

うことです。 

 平成３０年度はどのように率を高めようと

されるか、目標値も含めてお示しいただけれ

ばと思います。 

○議長（大原 昇君） 健康推進主幹。 

○健康推進主幹（武田孝司君） 一般質問の

際にもお答えさせていただきました。 

 がん検診の受診勧奨につきましては、今ま

でも、特定健診とあわせていろいろと行って

いるところであります。 

 がん検診につきましては、子宮がん、乳が

ん、大腸がんの無料クーポンの対象者におき

まして、未受診者や前年度に受診した方で当

該年度を受診していない方に対しての電話勧

奨やはがきの送付、新聞の折り込みチラシ、

町広報やホームページ等の受診勧奨、それか

ら、自治会や各種団体を対象とした保健師な

どによる出前講座による受診勧奨、それから、

携帯やスマホによってメールでの検診申し込

みができるという事業、それから、平成２９

年度におきましては、コープさっぽろの店舗

スペースを活用した健康コーナーでの受診勧

奨、それから、特定健診やがん検診の受診者

に健康ポイントの交付を行って、達成者に特

定の交付をする健康マイレージ事業の実施、

それから、子宮頚がん、乳がんに大腸がんを

加えた、同日に受診できるレディース健診を

年４回実施したということで、今まで多くの

取り組みをしているところですが、平成３０

年度につきましても、先ほどお話ししたとお

り、特定健診とあわせてがん検診の受診勧奨

をしたいと考えておりますけども、今まで取

り組んでいる各種受診勧奨の事業の充実を図

ったり、健康マイレージ事業の特典拡大を検

討したり、それから、これは検診受診の増に

つながるかどうかは別にしましても、若年層

の集団健診に加えて個別健診を新たに実施す

るということにあわせて、がん検診の受診勧

奨についても積極的に取り組んでいきたいと

考えているところであります。 

 受診率をどれだけ見込んでいるかというこ

とでございますが、一般質問のときにも申し

ましたように、国の示している率になかなか

到達していないものもございますので、少し

でも受診率が上がるように取り組んでまいり

たいと考えているところであります。 

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さん。 

○２番（大江道男君） この問題については、

要望であったり、保険であったり、人の命に

直結するものなので、受診率をどう高めるか

というのは、町にとっては大変大事な目標だ

なというふうに思っているのです。 

 所管委員会でずっと議論しているのは、や

はり、担当される保健師さんの力がどうして

も必要だということです。直接電話をいただ

いて勧められるというのがその気にさせる最

大の問題だろうということで、保健師さんの

力をどう高めるかが大変大事なのだろうと思

います。それと同時に、年次目標を立てると

いうことはどうしても避けられないと思うの

です。 

 予算質疑なのでこれ以上のことは申し上げ

られませんが、仮に予算に不足が生ずるとい

うことであれば、補正予算を組むということ

も大いに結構なことだと思いますので、とり

あえず、急速な受診率の高まりを期待して、

質問は終わりたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 
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○民生部長（高崎利明君） ただいまの目標

でありますけれども、前年を上回るように、

先ほどお話ししました活動をして、なるべく

受診していただける体制をつくっていきたい

と思っております。 

 また、先ほど受診率のお話をしましたが、

ピロリ菌の除去は、予防にはなるのですけれ

ども、受診率の率の対象に入りません。 

 そういう意味では、がん検診はがんの早期

発見ということですが、がんのリスクの減少

という意味では、生活習慣病とか健康増進、

ピロリ菌の検査、肝炎ウイルスの検査という

受診率に直接影響しないものも、がんの予防

ということであわせて推進していきたいと思

います。がんの早期発見によって生存率は高

くなりますので、検診のメリットを訴えてい

きたいと考えております。よろしくお願いい

たします。 

○議長（大原 昇君） １１番橋本博之さん。 

○１１番（橋本博之君） １３１ページの衛

生費、環境保全推進費、ロマンチック街道交

通支障木剪定委託料１８８万５,０００円の

事業内容について説明いただきたいと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） 環境生活主幹。 

○環境生活主幹（佐々木 斉君） ロマンチ

ック街道の交通支障木の剪定につきまして御

説明させていただきます。 

 ロマンチック街道の交通支障木の剪定は、

平成２８年度から、道路標識、路肩標識の見

づらい箇所を中心に作業を行ってまいりまし

た。 

 平成３０年度は、交通支障木剪定の最終年

といたしまして、景観に配慮しつつ剪定作業

を行う予定でございます。 

 施工の内容といたしましては、旧福豊小学

校から豊富にかけて８０本、古梅方面につき

まして２０本、合計１００本を予定している

ところでございます。 

 なお、参考といたしまして、平成２８年度

の剪定本数は４０本、平成２９年度の剪定本

数は１２５本となっているところでございま

す。 

○議長（大原 昇君） １１番橋本博之さん。 

○１１番（橋本博之君） 本数を１８８万５,

０００円で割ると１本１万８,０００円という

ことで、ちょっと高いなという気がします。 

 もう一つ、問題というわけではないですが、

道路標識や路肩の標識が見づらくなるのは５

月の中旬以降でしょうか。大体、その時期に

葉が出てから見づらくなるのですが、いつも

剪定する時期は冬にやっているのです。夏に

剪定するというのは、木に対するダメージも

ありますし、病気が入る危険もありますが、

交通標識や路肩の標識が見づらいというのは、

夏の葉が思い切り茂った時期ではないかと思

います。そういう時期にやることによって、

無駄な作業をしなくても済むのではないかと

いう気がしますが、どういうお考えか、お聞

かせいただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 環境生活主幹。 

○環境生活主幹（佐々木 斉君） 剪定の時

期のお話でございます。 

 議員がおっしゃられましたように、交通支

障木の剪定につきましては、その時期に葉が

生い茂るということで、平成２８年度はその

時期にやっておりますし、景観も考慮しつつ

ということではありますが、今のお話を踏ま

えまして、ことしの作業を進めてまいりたい

と考えておりますので、よろしくお願いした

いと思います。 

○議長（大原 昇君） １１番橋本博之さん。 

○１１番（橋本博之君） １本当たりの剪定

料ですが、いつも見ていますと、１カ所１カ

所にはしごをかけてやっています。あれは、

高所作業車を利用すれば、もう少し安く、時

間も早くできるのではないかと思いますが、

そうした作業内容についてももう少し研究し

ていただきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（大原 昇君） 環境生活主幹。 

○環境生活主幹（佐々木 斉君） 本年度の

事業計画の予算の中には、高所作業車での作

業も見込んでおりますので、御理解のほどを
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よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） １番髙橋秀明さん。 

○１番（髙橋秀明君） １３１ページの花樹

育苗センター管理運営事業ですが、修繕費９

万４,０００円、原材料費５万５,０００円の

内訳についてお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 環境生活主幹。 

○環境生活主幹（佐々木 斉君） 花樹育苗

センター管理運営事業における修繕料及び原

材料費の内訳について御説明したいと思いま

す。 

 修繕料につきましては、ビニールハウスの

張りかえ４万４,０００円、小破修繕５万円と

なっております。 

 原材料費につきましては、ビニールハウス

内側ビニール２枚で５万５,０００円となって

おります。 

 ビニールの大きさは、幅が９メートル、長

さが４４メートル、厚さが０．０７５ミリと

なっております。 

 修繕の内容といたしましては、原材料費で

張りかえ用のビニールを購入し、委託事業者

によりビニールハウス２棟の張りかえを行う

ものでございます。 

 小破修繕につきましては、業務において生

じた軽易な修繕を行うものでございます。 

○議長（大原 昇君） １番髙橋秀明さん。 

○１番（髙橋秀明君） これは、美幌町の大

事な美化の花です。なぜ、この少額の事業に

ついてお聞きしたかといいますと、委託業者

の委託費の中にこのぐらいのプールできるよ

うな金額で出していないのかと不思議に思っ

たからです。余りにも金額が小さいので、逆

に言うと、委託費に無理があるのかなという

勘ぐりをしました。その意味も含めまして、

委託業者にも不満の陳情などがあるのかない

のか、最後にお聞きします。 

○議長（大原 昇君） 環境生活主幹。 

○環境生活主幹（佐々木 斉君） 花樹育苗

センターのビニールハウスの交換は平成２９

年から実施しております。実施に当たりまし

ては、委託事業者のほうからお話を伺いまし

て、内側ビニール、外側ビニール、裾ビニー

ルということで、年次計画的に進めていくと

いうことでお話を伺い、予算計上していると

ころでございます。それで施工していただい

ていますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さん。 

○６番（戸澤義典君） １３１ページの衛生

費、予防費、エキノコックス症検査委託料９

３万４,０００円について、当該事業の概要に

ついて御説明ください。 

○議長（大原 昇君） 健康推進主幹。 

○健康推進主幹（武田孝司君） エキノコッ

クス症とは、エキノコックスと呼ばれる寄生

虫の卵が人の口から体内に入り、幼虫となっ

て肝臓などに寄生し、肝機能障害を起こす病

気で、エキノコックス症の早期発見のために、

集団健診において血液検査を実施していると

ころであります。 

 エキノコックスは、長い期間を経て発症す

るため、検査の実施間隔は５年に１回として

勧奨し、検査料金は無料としているところで

あります。 

 成人及び小学３年生以上を対象としており

まして、毎年、小学３年生と中学２年生に学

校を通じて案内文を配付し、検査実施につい

て周知を図っているところであります。 

 平成２９年度の実績につきましては、成人

２５９人、学童５２人、計３１１人となって

ございます。 

 平成３０年度の予定数につきましては、成

人６４０人、学童８０人、計７２０人を予定

しているところでございます。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さん。 

○６番（戸澤義典君） 次の質問です。 

 墓地・霊園看板設置委託料６５万６,０００

円について、この設置場所と看板の概要につ

いて御説明ください。 

○議長（大原 昇君） 環境生活主幹。 

○環境生活主幹（佐々木 斉君） 墓地・霊

園案内看板設置委託料について御説明いたし

ます。 
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 看板の寸法につきましては、資料①をおつ

けしておりますので、ごらんいただきたいと

思います。 

 幅が１,８２０ミリ、高さが９１０ミリ、支

柱にはアルミパイプを用い、パネルは３ｔア

イボリー板となっているところでございます。 

 設置場所につきましては、４カ所でござい

ますが、資料②をごらんいただきたいと思い

ます。 

 資料②は、びほろ霊園でございます。 

 横長の地図ですが、右側が北、左側が南に

なります。びほろ霊園の駐車場からお墓のほ

うに行く印をつけてあるところに１カ所設置

する予定であります。 

 資料③をごらんいただければと思います。 

 横長の地図で、上が北、下が南になります。

市街共同墓地案内看板と市街共同墓地、柏ケ

丘霊園案内看板が近くにあるのですが、その

間にある白いものが、心の碑という平井ミサ

ヲさんに御寄贈いただいたものになります。

そのそばに２カ所と、これは航空写真なので

わかりづらいと思いますが、南のほうの柏ケ

丘霊園案内看板というところは地形的に高く

なっておりまして、陸上競技場、スポーツセ

ンターのほうから入ってくる方にわかるよう

につけるものでございます。 

 看板の内容としましては、まず、霊園の施

設について、道路がここにあり、水くみ場は

ここにあり、トイレがありますという配置図

と、お供え物をお持ち帰りくださいというよ

うな墓園等における注意事項をあわせて作成

する予定です。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さん。 

○６番（戸澤義典君） 特に、市街共同墓地、

柏ケ丘霊園の看板については、駐車スペース

等の案内も書いているのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 環境生活主幹。 

○環境生活主幹（佐々木 斉君） 市街共同

墓地、柏ケ丘霊園につきましても、今、議員

がおっしゃられたように、車をとめられるよ

うなスペースも表示する予定です。 

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さん。 

○３番（新鞍峯雄君） 同じ項目でございま

すけれども、看板の設置場所についてです。

市街共同墓地案内看板、市街共同墓地、柏ケ

丘霊園案内看板の２カ所は、場所的に近いよ

うな感じがします。 

○議長（大原 昇君） 環境生活主幹。 

○環境生活主幹（佐々木 斉君） ただいま、

場所の関係について御質問をいただいたので

すが、資料から道路がちょっと見えると思い

ます。こちらの霊園は、南公住側から入って

くるときに、この道路から入ってくることが

ほとんどなものですから、その道路の入り口

という意味でこちらに設置するものでござい

ます。 

 墓地が市街共同墓地と柏ケ丘霊園に分かれ

ているものですから、それもあわせて、この

場所につけるというものでございます。 

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さん。 

○３番（新鞍峯雄君） 設置時期は、今のと

ころ、いつごろの予定ですか。 

○議長（大原 昇君） 環境生活主幹。 

○環境生活主幹（佐々木 斉君） 現在、計

上している予算をお認めいただければ、なる

べく早く実施したいと考えております。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はありま

せんか。 

 １２番中嶋すみ江さん。 

○１２番（中嶋すみ江君） １２９ページの

衛生費、予防費、健康づくり事業の中の後期

高齢者歯科健診委託料について、平成３０年

度予算は５０名掛ける３,９００円で１９万

５,０００円になっておりますが、前年度の２

９年度は１００名となっています。人数が少

なくなった要因をお伺いいたします。 

○議長（大原 昇君） 健康推進主幹。 

○健康推進主幹（武田孝司君） 後期高齢者

歯科健診のお話ですが、昨年の６月から実施

している事業でございまして、初めての事業

ということもあり、１００名を見込んだとこ

ろでございます。しかし、いろいろと周知を

図っているところでございますが、１１月末

現在の実績が９名ということで、非常に少な
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い状況になってございます。そういう実績も

ございまして、今回は５０名ということで計

上させていただいております。 

 平成３０年度につきましても、ホームペー

ジ、また、後期高齢者の通知をする際にチラ

シを同封したり、歯科医院にもポスターを掲

示したり、あらゆる手法をとりまして周知を

図っていきたいと考えているところでありま

す。 

○議長（大原 昇君） １２番中嶋すみ江さ

ん。 

○１２番（中嶋すみ江君） 広報を見ました

ら、歯っぴぃ健診というすばらしい名称で実

施されていますので、今、９名という話を聞

きまして、ちょっとびっくりしました。ここ

に書かれているとおり、健康で長生きするた

めには歯と口の健康を保つことが大切ですの

で、後期高齢者の方ばかりではなくて、特定

健診にも歯科健診を入れたほうがいいと思っ

ております。後期高齢者の方にはぜひ周知徹

底していただいて、一人でも多くの方が健診

を受診していただけるように、よろしくお願

いいたします。 

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さん。 

○１０番（吉住博幸君） １２４ページから

１３３ページの範囲内ということで、１点目

は、１３１ページのロマンチック街道のこと

であります。 

 昨年の当初予算は１２５本で１７２万８,０

００円です。入札などの手続などで多少の違

いはあったにしても、その単価を見ましたら、

単純計算で１本当たり税込みで１万４,０００

円を切っています。そして、今回、税込みで、

１本当たり１万８,８００円となっています。

そうなると、３２％から３３％以上も一気に

上がっています。先ほど、特殊な方法という

ことで、高所作業車等というお話もありまし

たが、むしろ、私は安くなってしかるべきと

いう思いがあります。 

 ただ、剪定しますと、枝葉という意味で産

廃代がかかるから逆にこうなるのだというこ

とであればいいのですが、１本当たり三十何％

上がっているというのは、ちょっと疑義に感

じています。 

 次に、１３１ページの看板の設置費につい

てです。 

 これは、見積もりをもらったりしていると

思いますが、私の知識からいって、余りにも

安いので、製作費が幾らで設置費が幾らなの

か、お伺いします。 

 話が飛んで悪いですが、自衛隊期成会も看

板を立てることがありまして、そのときの単

価とか、私が個人的に知っている設計単価を

加味しても、今回は逆に安過ぎるので、喜ん

ではいるのですけれども、そこら辺について

御説明できるものがあれば、いま一度、お教

え願いたいと存じます。 

○議長（大原 昇君） 環境生活主幹。 

○環境生活主幹（佐々木 斉君） ロマンチ

ック街道の積算の関係について御説明したい

と思います。 

 見積もりの内容でございますが、作業日数

としては８日間、作業、チェーンソー、高所

作業車、それから、今、議員がおっしゃいま

した枝葉の排出です。それには、公安委員会

指定の交通誘導員資格を持った者を配置する

ということでございます。そのほかに、景観

に配慮しつつということで、造園施工管理技

士も配置して作業を実施する予定でございま

す。 

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さん。 

○１０番（吉住博幸君） 職員の中に造園技

士がいるというのは結構なことだと思います

が、それはこちら側の指定なのでしょうか。

発注に当たって、造園技士をつけなさいとい

うのが見積もりをとるときの条件なのか。 

 建設業法からいったら、工事量によっては

そういう資格者も要らないという規定もあり

ます。造園技士といったら立派な技士ですか

ら単価も違ってきます。内容的につけますと

いったのですが、見積もりを依頼するに当た

って、造園技士をつけなさいという言い方を

したかどうか、そこだけ確認させてください。 

○議長（大原 昇君） 環境生活主幹。 
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○環境生活主幹（佐々木 斉君） ただいま

の御質問でございますが、見積もり徴取にお

きましては、景観に配慮しつつということを

考えておりましたので、造園施工管理技士も

含めて見積もりをいただくようにお願いした

ところでございます。 

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さん。 

○１０番（吉住博幸君） 看板代について、

私の感覚で言って申しわけないけれども、看

板代プラス施工費で、４カ所当たり税込みで

６５万６,０００円の予算額ですから、簡単に

言うと、１カ所当たり１６万４,０００円ぐら

いでしょうか。とんでもなく安いと思います。

つくり方や材質によるのでしょうけれども、

支柱がアルミと書いてありますので、そこら

辺は間違いない見積もりなのかということだ

け確認させてください。それだけです。 

○議長（大原 昇君） 環境生活主幹。 

○環境生活主幹（佐々木 斉君） 案内看板

の御質問について答弁させていただきたいと

思います。 

 見積もりを徴取したときにつきましては、

看板が４基、支柱も含めまして、デザイン、

看板の設置費用も合わせて、いただいた見積

もりに対して予算を計上させていただいてお

ります。 

○議長（大原 昇君） １２４ページから１

３３ページまでで質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、１項、保健

衛生費を終わります。 

 次に、２項、清掃費、１３２ページから１

３５ページまでの質疑を許します。 

 １３番古舘繁夫さん。 

○１３番（古舘繁夫君） １３５ページの衛

生費の清掃費です。ごみ処理場の維持管理事

業の修繕料で１,６００万円ということであり

ますが、このことについて御説明いただけれ

ばと思います。 

○議長（大原 昇君） 環境生活主幹。 

○環境生活主幹（佐々木 斉君） ごみ処分

場維持管理事業の修繕料の内訳について御説

明させていただきたいと思います。 

 ごみ処分場維持管理事業として、フロンガ

ス回収車の６カ月点検でございます。それか

ら、ごみ搬入棟照明器具修繕、雨水マンホー

ル目地修繕は、第Ⅱ期埋立処分場にある雨水

マンホールでございます。それから、遮水シ

ート（保護シート）修繕は、第Ⅲ期埋立処分

場の遮水シート（保護シート）でございます。

ガス抜き管立ち上げ修繕は、第Ⅲ期の埋立処

分場になります。タイヤショベルの油圧シリ

ンダーオーバーホール、小破修繕で合計４１

９万２,０００円です。浸出液処理施設維持管

理等事業といたしまして、給水ポンプ、油電

磁ポンプ交換修繕は、第Ⅰ期の水処理施設で

ございます。それから、小破修繕も合わせま

して３３万３,０００円となっております。 

 リサイクルセンター維持管理事業は、小破

修繕として２０万円となっております。 

 ごみ処分場改修整備事業といたしまして、

管理棟高圧器具交換修繕、それから、角型雨

水ます埋立修繕は、第Ⅱ期埋立処理場にある

角型雨水ますになります。こちらで、６２４

万３,０００円です。リサイクルセンター改修

整備事業、その他プラ結束機オーバーホール、

それから、その他プラ減容圧縮機修繕、リサ

イクルセンターの屋根の修繕、こちらを合わ

せて５０７万２,０００円、合計して１，６０

４万円の予算計上となっております。 

 よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） １３番古舘繁夫さん。 

○１３番（古舘繁夫君） あそこは、ごみ処

分ということで環境の悪いところですから、

傷みが早いということが考えられます。何で

もないところにお金をかけるなんてことはき

っとないと思いますから、壊れたら困る、ま

たは、このまま使っていたらもっとお金がか

かるからこういうことになったのだろうと思

いますが、維持するのに随分とお金がかかる

と思いませんか。それは、きっと、使ってい

る人も、大切に、丁寧に、日ごろの維持管理

もしながら使っているのだろうと思います。 

 そこで、第Ⅲ期の遮水シートは前回と違う
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ところだと思うのです。前回は、氷が落ちて

きて云々とおっしゃったはずです。私は、そ

のときに、施工の保証期間ではないのかと聞

いたら、それは自然災害だから保証期間じゃ

ないとおっしゃいました。ああ、そういうも

のかと思いました。 

 では、これはどういうことなのかというこ

とを伺いたいです。７０万９,０００円です。 

 それから、タイヤショベルです。これも随

分とお金のかかる宝物だなと感じておるので

すが、買うといったら大金がかかります。 

 それから、一番下の結束機です。たしか、

これも前に壊れました。 

 いろいろな方々が機械を使う仕事に従事

し、先ほど話したように、丁寧に、壊れない

ように、日々管理していると思うのですが、

そういうものは、あそこを任せられている業

者の方もそうなのだろうけれども、きっと、

自分のものだという思いでされていると思う

のです。そういう日ごろの御指導、使ってい

る方々の思いが皆さんに伝わってきています

か。 

○議長（大原 昇君） 環境生活主幹。 

○環境生活主幹（佐々木 斉君） ただいま

の御質問でございますが、まず、遮水シート、

保護シートは、第Ⅲ期埋立処理場の稼働が始

まりまして、これからそこにごみが処理され

て埋まっていく状態になりますけれども、そ

れまでの間、遮水シートがあって、その上に

保護シートがありまして、だんだん埋まって

いきますので、それはごみの下に入っていく

のですが、それまでの間は、風雨にも当たり

ますし、先ほどお話があった氷が落ちてきて

ということもあって多少の損傷が起きます。

これについては、なるべくそうならないよう

にはしたいのですが、そういうことで損傷が

起きる状況がございますので、御理解をして

いただきたいと思います。 

 それから、タイヤショベルについてです。

タイヤショベルは、相当古い機械を使ってお

りまして、修理代がかかるものもありますが、

作業をしている職員はごみ処分で丁寧な対応

をしておりますので、そちらについても御理

解していただければと思います。 

 それから、リサイクルセンターのその他プ

ラの結束機につきましては、業者が推奨する

法定耐用年数を超えて今も使っていますし、

１０年以上使っていますので、修理代がかか

るということは御理解していただければと思

います。 

○議長（大原 昇君） １３番古舘繁夫さん。 

○１３番（古舘繁夫君） 本当に環境が厳し

いところだからよくわかりますし、今、主幹

がいろいろとお話ししてくれたことも、そう

なのだろうと思います。 

 １点だけ、この結束機の修理に３６０万円

もかかるのなら、買ったほうがいいのではな

いかと思うのですが、そんなことはありませ

んか。 

 ３６０万円をかけて直して、これからもし

っかり使えそうですか。 

 主幹は耐用年数より長く使っているとおっ

しゃったけれども、そういうお考えは大丈夫

ですか。 

○議長（大原 昇君） 環境生活主幹。 

○環境生活主幹（佐々木 斉君） その他プ

ラ結束機、減容圧縮機につきましては、今説

明しましたように、１０年以上使っているの

は事実でございますが、これを購入するとな

ると、修理費の１０倍以上の金額がかかるも

のですから、いつごろやろうかというのは、

町全体の計画の中で捉まえているところです

ので、御理解していただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） １番髙橋秀明さん。 

○１番（髙橋秀明君） 同じく１３５ページ

で、廃棄物処理場雨水整備工事４,９６２万

６,０００円の積算内訳並びに工事金額の明

細もお願いします。また、今後の整備計画に

ついてもお伺いします。 

○議長（大原 昇君） 環境生活主幹。 

○環境生活主幹（佐々木 斉君） 廃棄物処

理場雨水整備工事について御説明いたしま

す。 

 こちらにつきましては、廃棄物処理場の雨
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水排水管が土砂の堆積により流れがよくない

状況であるため、排水路を整備して雨水の排

水を行うものでございます。 

 第Ⅱ期及び第Ⅲ期廃棄物処理場の間に盛り

土をいたしまして、第Ⅲ期廃棄物処理場から

生じる雨水を自然流下の方法によって下流へ

と放流する内容でございます。 

 全体の計画といたしましては、盛り土は公

共残土を利用いたしまして約１万６,０００立

米、側溝等の施設につきましては、こちらに

記載の口径のコルゲートフリューム管及びポ

リエチレンＷ管を用いまして側溝等の施設を

整備します。地下水モニタリングというのは、

地下水を監視する場所でございます。それか

ら、この管を接続する集水ます等を１８カ所

つけるという内容になっています。 

 平成３０年度で予算を計上させていただい

ているものにつきましては、平成３０年度実

施分として記載しましたが、盛り土について

は８,０００立米、側溝等の施設については、

記載のとおりでございます。そして、集水ま

すは１８カ所となっております。 

 設計の積算内訳といたしましては、土木工

事積算基準により積算したものでございます。 

 以上、御説明をしました。よろしくお願い

したいと思います。 

○議長（大原 昇君） １番髙橋秀明さん。 

○１番（髙橋秀明君） 工事金額がわかりま

せん。 

○議長（大原 昇君） 環境生活主幹。 

○環境生活主幹（佐々木 斉君） 工事金額

につきましては、予算で計上しております４,

９６２万６,０００円でございます。 

○議長（大原 昇君） １番髙橋秀明さん。 

○１番（髙橋秀明君） 金額の明細はわから

ないのですか。 

○議長（大原 昇君） 環境生活主幹。 

○環境生活主幹（佐々木 斉君） 工事費の

明細についてでございます。 

 諸経費込みでございまして、路体盛土工と

して１,０７２万２,０００円、排水構造物工

として３,３１５万５,０００円、仮設工とし

て２,２０７万３,０００円、それに消費税が

入りまして４,９６２万６,０００円となって

おります。 

 路体盛土工というのは、先ほど御説明しま

した盛り土の関係でございます。 

 仮設工というのは、フェンスなどを移動さ

せたりする工事のことでございます。 

○議長（大原 昇君） ほかに質場はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、４款、衛

生費を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎延会の議決 

○議長（大原 昇君） お諮りします。 
 本日の会議は、これで延会いたしたいと思

いますが、これに御異議ありませんか。 
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めます。 
 したがって、本日は、これで延会すること

に決定しました。 
――――――――――――――――――― 

◎延会宣言 

○議長（大原 昇君） 本日はこれで延会い

たします。 

       午後 ４時４２分 延会   
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